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『
公
孫
龍
子
』
通
変
論
篇
新
釈

楢

　崎

　洋
一
郎

は
じ
め
に

　『
公
孫
龍
子
』
は
、「
名
家
」
の
思
想
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
今
日
に
伝
え
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
そ
の
難
解
さ
ゆ
え
に
、

多
く
の
研
究
者
を
悩
ま
せ
続
け
て
き
た
テ
キ
ス
ト
で
も
あ
る
。
な
か
で
も
通
変
論
篇
は
、
現
存
す
る
六
篇
の
中
で
は
、
指
物
論
篇
と
並
ん

で
、
と
り
わ
け
難
解
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。（

1
（

し
か
し
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
難
解
さ
の
う
ち
の
い
く
ら
か
は
、
本
篇
へ
の
誤
解
に
由
来

す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
誤
解
な
の
か
。ま
ず
通
変
論
と
い
う
篇
名
が
、誤
解
の
も
と
で
あ
っ
た
。そ
も
そ
も
本
篇
は
、

「
通
」
や
「
変
」
に
関
す
る
問
題
を
論
じ
た
テ
キ
ス
ト
で
は
な
い
。
本
篇
の
中
に
は
、「
変
」
と
い
う
語
は
見
え
て
い
る
が
、「
通
」
と
い

う
字
は
、
姿
さ
え
見
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
篇
題
を
除
く
）。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
本
篇
を
「
通
」
と
「
変
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も

の
と
し
て
読
も
う
と
す
る
な
ら
ば
、
深
刻
な
誤
解
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
避
け
難
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
篇
名
は
、
本
篇
の
真
の
テ
ー
マ
が

何
で
あ
る
か
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
後
人
に
よ
っ
て
、
主
と
し
て
修
辞
的
な
動
機
に
よ
っ
て
附
加
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
推

測
し
て
い
る
。（

（
（

　
で
は
、
本
篇
の
真
の
テ
ー
マ
と
は
何
か
。
結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
通
変
論
篇
は
、〈「
二
」
の
中
に
「
一
」

は
無
い
〉
と
い
う
、た
っ
た
一
つ
の
命
題
を
、徹
頭
徹
尾
、「
論
証
」
し
よ
う
と
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。（

（
（

つ
ま
り
本
篇
で
は
、「
二
」
と
「
一
」

と
い
う
数
の
意
味
お
よ
び
関
係
を
、
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、（
本
稿
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う
と
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

一

（
論
者
Ａ
）
曰
、
二
有
一
乎
。（

（
（

（
論
者
Ｂ
）
曰
、
二
無
一
。

　『
公
孫
龍
子
』
通
変
論
篇
は
、「
二
（
の
中
）
に
一
は
有
る
か
」「
二
（
の
中
）
に
一
は
無
い
」
と
い
う
、
人
を
驚
か
せ
ず
に
は
お
か
な

い
問
答
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
「
常
識
」
と
は
一
致
し
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。「
１
＋
１
＝
２
」
は
、
わ
れ
わ
れ
に
最
も
な

じ
み
の
深
い
数
式
の
一
つ
で
あ
る
が
、こ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、無
意
識
の
裡
に
も
せ
よ
、「
二
」の
う
ち
に
は
必
ず
二
つ
の「
一
」が「
有
る
」

（
＝
含
ま
れ
る
）
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
た
か
も
〈
２
個
の
蜜
柑
〉
が
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
は
必
ず
、〈
１
個
の
蜜
柑
〉

が
二
つ
あ
る
の
と
同
様
に
。
し
か
し
と
も
か
く
、
論
の
展
開
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
Ａ
）
曰
、
二
有
右
乎
。

（
Ｂ
）
曰
、
二
無
右
。

（
Ａ
）
曰
、
二
有
左
乎
。

（
Ｂ
）
曰
、
二
無
左
。

（
Ａ
）
曰
、
右
可
謂
二
乎
。

（
Ｂ
）
曰
、
不
可
。

（
Ａ
）
曰
、
左
可
謂
二
乎
。

（
Ｂ
）
曰
、
不
可
。

（
Ａ
）
曰
、
左
与
右
可
謂
二
乎
。

（
Ｂ
）
曰
、
可
。

ま
ず
疑
問
と
な
る
の
は
、な
ぜ
こ
こ
で
「
右
」「
左
」
が
登
場
す
る
の
か
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、本
篇
の
テ
ー
マ
は
、

— （ —— （ —

で
は
十
分
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
）
現
代
数
学
の
「
数
論
」
と
も
、
問
題
意
識
が
一
脈
通
じ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
な
ぜ
戦
国
期
の
思
想
界
で
、
そ
の
よ
う
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
た
の
か
。
否
、
そ
れ
以
前
に
、
そ
の
よ
う
な
問
題
へ
の
関
心
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
、文
献
的
に
証
明
し
う
る
の
か
。
ま
ず
後
の
疑
問
か
ら
答
え
て
い
こ
う
。『
墨
子
』
経
下
篇
に
、次
の
よ
う
な
条
が
あ
る
。

（
Ⅰ
）
一
少
於
二
、
而
多
於
五
。
説
在
建
。（
一
は
二
よ
り
少
な
く
し
て
、
而
も
五
よ
り
多
し
。
説
は
建
に
在
り
。）

さ
ら
に
経
説
下
篇
に
は
、
右
の
条
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、

（
Ⅱ
）
一
。
五
有
一
焉
、
一
有
五
焉
、
十
二
焉
。（

（
（

（
一
。
五
に
一
有
り
、
一
に
五
有
り
、
十
に
二
あ
り
。）

と
あ
る
。（
Ⅰ
）
は
一
般
に
、
十
進
法
に
お
け
る
数
の
位
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。（

（
（

た
と
え
ば
十
の
位
の
一
（
10
）
は
、

十
の
位
の
二
（
（0
）
よ
り
は
少
な
い
が
、
一
の
位
の
五
（
５
）
よ
り
は
多
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
を

説
明
し
た
（
Ⅱ
）
も
同
様
で
、
一
の
位
の
五
（
５
）
の
中
に
は
、
一
の
位
の
一
（
１
）
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
十
の
位
の
一
（
10
）
の
中

に
は
、
一
の
位
の
五
（
５
）
が
含
ま
れ
て
い
る
、
よ
っ
て
十
（
十
の
位
の
一
）
の
中
に
は
二
つ
の
（
一
の
位
の
）
五
が
あ
る
こ
と
に
な
る
、

と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　（
Ⅰ
）（
Ⅱ
）
に
つ
い
て
は
別
様
の
解
釈
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
は
そ
の
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
次
の

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
数
Ａ
（
た
と
え
ば
「
二
」）
が
、
別
の
数
Ｂ
（
た
と
え
ば
「
一
」）
を
、
自
己
の
う
ち
に
「
有
す
る
（
含
む
）」

と
い
う
こ
と
を
認
め
て
し
ま
え
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
常
識
的
に
は
よ
り
少
な
い
数
（
た
と
え
ば
「
一
」）
が
、
よ
り
多
い
数
（
た
と

え
ば
「
五
」）
を
、
そ
の
う
ち
に
含
有
す
る
、
と
い
っ
た
奇
妙
な
事
態
が
成
立
す
る
（
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
）
こ
と
に
、
戦
国
期
の
思

想
界
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
一
部
で
は
、
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
な
お
（
Ⅰ
）
の
末
尾
に
「
説
は
建
に
在
り
」
と
あ
る
が
、
孫
詒
譲
や
梁
啓
超
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
建
」
字
は
「
進
」
字
の
誤
り
で
あ
り
、

十
進
法
の
位
を
「
進
」
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
あ
る
い
は
そ
う
し
た
処
理
方
法
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
）、
こ
の
よ
う
な
ア
ポ

リ
ア
は
解
決
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、『
墨
子
』
の
主
張
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（

（
（

も
し
こ
の
説
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
も
「
常
識
的
」
な
見
方
の
枠
内
に
お
い
て
、
問
題
の
解
決
を
図
っ
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。（

（
（

『
公
孫
龍
子
』
通
変
論
篇
は
、『
墨

子
』
と
は
全
く
異
な
る
、
あ
る
面
か
ら
見
れ
ば
「
非
常
識
」
と
も
思
わ
れ
る
提
案
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
に
解
答
を
与
え
よ
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こ
で
は
「
左
」）
と
一
緒
に
な
っ
て
、
ペ
ア
と
な
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
は
「
変
」
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
か
。
相
手
は
承
認
す
る
。
し
か

し
、
論
者
Ｂ
は
、「
隻
（
シ
ン
グ
ル
）
で
あ
る
右
」
か
ら
、「
左
と
与
（
ペ
ア
）
と
な
っ
た
右
」
へ
の
移
行
を
、「
変
」
で
あ
る
と
は
認
め

た
が
、「
右
」
そ
れ
自
体
が
他
の
何
か
に
「
変
」
じ
た
と
は
、
断
じ
て
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、
Ａ
は
、

相
手
が
「
右
」
そ
れ
自
体
の
変
化
を
認
め
た
も
の
と
解
釈
す
る
。
そ
こ
で
、「
隻
を
変
ぜ
よ
」、
つ
ま
り
「
隻
」
で
あ
っ
た
「
右
」
は
、
こ

の
「
変
」
に
よ
っ
て
ど
う
な
っ
た
の
か
、
そ
の
「
変
」
じ
た
と
こ
ろ
の
新
し
い
姿
を
示
せ
、
と
迫
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
Ｂ
の
答
え
は
、

「
右
」
と
い
う
だ
け
の
、素
っ
気
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。「
変
」
の
前
後
を
通
じ
て
、「
右
」
が
「
右
」
で
あ
る
こ
と
（「
右
」
の
自
己
同
一
性
）

に
は
、
い
さ
さ
か
も
変
化
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
然
、
Ａ
は
言
い
つ
の
る
。「
右
が
も
し
も
変
化
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て

そ
れ
を
（
変
化
す
る
前
と
同
じ
に
）
右
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
も
し
も
（
右
が
）
変
化
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
変

化
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。」
先
に
「
変
非
不
変
」
を
相
手
に
認
め
さ
せ
、い
わ
ば
言
質
を
取
っ
て
い
た
た
め
に
、Ａ
の
言
葉
は
、

い
っ
そ
う
力
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｂ
は
ど
う
反
論
す
る
の
か
。
彼
は
こ
う
主
張
す
る
。

（
Ｂ
）
曰
、
二
苟
無
左
、
又
無
右
。
二
者
左
与
右
。

に
わ
か
に
は
理
解
し
難
い
言
葉
だ
が
、次
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、さ
ほ
ど
不
可
解
な
も
の
で
は
な
い
。
順
序
が
前
後
す
る
が
、後
半
で
「
二

と
は
右
と
左
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、「
二
」
で
あ
る
と
言
え
る
の
は
、ペ
ア
と
な
っ
た
（
ペ
ア
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
）
限
り
で
の
「
左

と
右
」
で
あ
る
、と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
前
半
は
、「
隻
（
シ
ン
グ
ル
）」
で
あ
る
限
り
の
「
左
」
と
、同
じ
く
「
隻
（
シ
ン
グ
ル
）」

で
あ
る
限
り
の
「
右
」
と
は
、
ど
ち
ら
も
「
二
」
の
中
に
は
「
無
」
い
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。「
隻
」
で
あ
る
限
り
の
「
左
」「
右
」
は

（
篇
中
で
は
明
言
さ
れ
な
い
が
、
か
な
ら
ず
「
一
」
で
あ
っ
て
）、「
二
」
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、「
二
」
の
中
に
含
ま
れ
て
さ
え
い
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
筆
者
の
所
見
に
よ
っ
て
、
他
の
事
項
も
交
え
て
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

・「
一
」（
で
あ
る
も
の
）：［「
右
」「
左
」「
上
」「
下
」
…
…
］

・「
二
」（
で
あ
る
も
の
）：［「
右
と
左
」「
上
と
下
」
…
…
］

「
二
」（
で
あ
る
も
の
）
は
、
ペ
ア
で
あ
る
限
り
で
の
「
左
と
右
」「
上
と
下
」
…
…
等
々
で
あ
っ
て
、
シ
ン
グ
ル
で
あ
る
限
り
で
の
「
右
」

「
左
」「
上
」「
下
」
…
…
等
々
は
、
そ
こ
に
は
属
さ
ず
、「
一
」（
で
あ
る
も
の
）
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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あ
く
ま
で
も
「
二
」
と
「
一
」
の
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
全
篇
を
通
じ
て
変
わ
ら
な
い
。「
右
」「
左
」
は
、
こ
の
テ
ー
マ
の
検
討
の
た

め
に
持
ち
出
さ
れ
て
き
た
、比
喩
も
し
く
は
説
明
材
料
に
過
ぎ
な
い
。
で
は
、な
ぜ
「
右
」「
左
」
な
の
か
。
こ
れ
は
推
測
に
な
る
が
、「
右
」

「
左
」
は
、
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
た
対
概
念
で
あ
り
、
適
度
に
「
抽
象
的
」
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
後
文
で
「
左
右
の
驪

（
附
）
か
ざ
る
が
若
し
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、方
向
概
念
と
し
て
の
「
右
」「
左
」
は
ま
さ
に
「
正
反
対
」
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
両
者
間
の
融
合
や
「
歩
み
寄
り
」
と
い
っ
た
事
態
は
、
想
像
す
る
こ
と
す
ら
困
難
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
本
篇
の
作
者
に
と
っ
て
、

論
の
展
開
上
、
都
合
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
本
文
の
検
討
に
入
ろ
う
。
論
者
Ａ
は
、「
右
」「
左
」
の
ど
ち
ら
も
「
二
」
の
中
に
は
「
無
」
い
（
＝
含
ま
れ
な
い
）
と
、
相
手
が
考
え

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
Ａ
は
、「
右
は
二
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
も
、「
左
は
二
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
も
、
共
に
「
不
可
」

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、「
左
と
右
と
は
、
二
と
謂
う
べ
き
か
」
と
問
い
か
け
、（
お
そ
ら
く
は
想
定
通
り
に
）「
可
」
と

い
う
答
え
を
引
き
出
す
。
こ
う
し
て
Ａ
の
論
難
が
開
始
さ
れ
る
。

（
Ａ
）
曰
、
謂
変
非
不
変
、
可
乎
。

（
Ｂ
）
曰
、
可
。

（
Ａ
）
曰
、
右
有
与
、
可
謂
変
乎
。

（
Ｂ
）
曰
、
可
。

（
Ａ
）
曰
、
変
隻
。

（
Ｂ
）
曰
、
右
。

（
Ａ
）
曰
、
右
苟
変
、
安
可
謂
右
。
苟
不
変
、
安
可
謂
変
。

ま
ず
Ａ
は
、
き
わ
め
て
「
常
識
的
」
な
命
題
を
、
相
手
の
口
か
ら
確
認
さ
せ
よ
う
と
す
る
。「『
変
は
不
変
に
非
ず
』
と
謂
い
て
、
可
な
る

か
」（「
変
（
変
化
し
た
も
の
）」
は
「
不
変
（
変
化
し
な
い
も
の
）」
で
は
な
い
、と
言
っ
て
よ
い
か
）
と
。
こ
れ
は
厳
密
な
意
味
で
の
「
矛

盾
律
」
に
該
当
す
る
否
か
は
と
も
か
く
、
ほ
ぼ
そ
れ
に
近
い
も
の
で
は
あ
り
、
い
わ
ば
自
明
の
理
で
あ
る
か
ら
、
相
手
は
当
然
承
認
す
る
。

続
い
て
Ａ
は
、「
右
に
与
有
る
は
、
変
と
謂
う
べ
き
か
」
と
質
問
す
る
。
シ
ン
グ
ル
（「
隻
」）
で
あ
っ
た
「
右
」
が
、
他
の
あ
る
も
の
（
こ
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こ
で
は
「
左
」）
と
一
緒
に
な
っ
て
、
ペ
ア
と
な
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
は
「
変
」
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
か
。
相
手
は
承
認
す
る
。
し
か

し
、
論
者
Ｂ
は
、「
隻
（
シ
ン
グ
ル
）
で
あ
る
右
」
か
ら
、「
左
と
与
（
ペ
ア
）
と
な
っ
た
右
」
へ
の
移
行
を
、「
変
」
で
あ
る
と
は
認
め

た
が
、「
右
」
そ
れ
自
体
が
他
の
何
か
に
「
変
」
じ
た
と
は
、
断
じ
て
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、
Ａ
は
、

相
手
が
「
右
」
そ
れ
自
体
の
変
化
を
認
め
た
も
の
と
解
釈
す
る
。
そ
こ
で
、「
隻
を
変
ぜ
よ
」、
つ
ま
り
「
隻
」
で
あ
っ
た
「
右
」
は
、
こ

の
「
変
」
に
よ
っ
て
ど
う
な
っ
た
の
か
、
そ
の
「
変
」
じ
た
と
こ
ろ
の
新
し
い
姿
を
示
せ
、
と
迫
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
Ｂ
の
答
え
は
、

「
右
」
と
い
う
だ
け
の
、素
っ
気
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。「
変
」
の
前
後
を
通
じ
て
、「
右
」
が
「
右
」
で
あ
る
こ
と
（「
右
」
の
自
己
同
一
性
）

に
は
、
い
さ
さ
か
も
変
化
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
然
、
Ａ
は
言
い
つ
の
る
。「
右
が
も
し
も
変
化
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て

そ
れ
を
（
変
化
す
る
前
と
同
じ
に
）
右
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
も
し
も
（
右
が
）
変
化
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
変

化
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。」
先
に
「
変
非
不
変
」
を
相
手
に
認
め
さ
せ
、い
わ
ば
言
質
を
取
っ
て
い
た
た
め
に
、Ａ
の
言
葉
は
、

い
っ
そ
う
力
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｂ
は
ど
う
反
論
す
る
の
か
。
彼
は
こ
う
主
張
す
る
。

（
Ｂ
）
曰
、
二
苟
無
左
、
又
無
右
。
二
者
左
与
右
。

に
わ
か
に
は
理
解
し
難
い
言
葉
だ
が
、次
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、さ
ほ
ど
不
可
解
な
も
の
で
は
な
い
。
順
序
が
前
後
す
る
が
、後
半
で
「
二

と
は
右
と
左
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、「
二
」
で
あ
る
と
言
え
る
の
は
、ペ
ア
と
な
っ
た
（
ペ
ア
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
）
限
り
で
の
「
左

と
右
」
で
あ
る
、と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
前
半
は
、「
隻
（
シ
ン
グ
ル
）」
で
あ
る
限
り
の
「
左
」
と
、同
じ
く
「
隻
（
シ
ン
グ
ル
）」

で
あ
る
限
り
の
「
右
」
と
は
、
ど
ち
ら
も
「
二
」
の
中
に
は
「
無
」
い
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。「
隻
」
で
あ
る
限
り
の
「
左
」「
右
」
は

（
篇
中
で
は
明
言
さ
れ
な
い
が
、
か
な
ら
ず
「
一
」
で
あ
っ
て
）、「
二
」
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、「
二
」
の
中
に
含
ま
れ
て
さ
え
い
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
筆
者
の
所
見
に
よ
っ
て
、
他
の
事
項
も
交
え
て
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

・「
一
」（
で
あ
る
も
の
）：［「
右
」「
左
」「
上
」「
下
」
…
…
］

・「
二
」（
で
あ
る
も
の
）：［「
右
と
左
」「
上
と
下
」
…
…
］

「
二
」（
で
あ
る
も
の
）
は
、
ペ
ア
で
あ
る
限
り
で
の
「
左
と
右
」「
上
と
下
」
…
…
等
々
で
あ
っ
て
、
シ
ン
グ
ル
で
あ
る
限
り
で
の
「
右
」

「
左
」「
上
」「
下
」
…
…
等
々
は
、
そ
こ
に
は
属
さ
ず
、「
一
」（
で
あ
る
も
の
）
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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あ
く
ま
で
も
「
二
」
と
「
一
」
の
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
全
篇
を
通
じ
て
変
わ
ら
な
い
。「
右
」「
左
」
は
、
こ
の
テ
ー
マ
の
検
討
の
た

め
に
持
ち
出
さ
れ
て
き
た
、比
喩
も
し
く
は
説
明
材
料
に
過
ぎ
な
い
。
で
は
、な
ぜ
「
右
」「
左
」
な
の
か
。
こ
れ
は
推
測
に
な
る
が
、「
右
」

「
左
」
は
、
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
た
対
概
念
で
あ
り
、
適
度
に
「
抽
象
的
」
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
後
文
で
「
左
右
の
驪

（
附
）
か
ざ
る
が
若
し
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、方
向
概
念
と
し
て
の
「
右
」「
左
」
は
ま
さ
に
「
正
反
対
」
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
両
者
間
の
融
合
や
「
歩
み
寄
り
」
と
い
っ
た
事
態
は
、
想
像
す
る
こ
と
す
ら
困
難
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
本
篇
の
作
者
に
と
っ
て
、

論
の
展
開
上
、
都
合
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
本
文
の
検
討
に
入
ろ
う
。
論
者
Ａ
は
、「
右
」「
左
」
の
ど
ち
ら
も
「
二
」
の
中
に
は
「
無
」
い
（
＝
含
ま
れ
な
い
）
と
、
相
手
が
考
え

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
Ａ
は
、「
右
は
二
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
も
、「
左
は
二
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
も
、
共
に
「
不
可
」

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、「
左
と
右
と
は
、
二
と
謂
う
べ
き
か
」
と
問
い
か
け
、（
お
そ
ら
く
は
想
定
通
り
に
）「
可
」
と

い
う
答
え
を
引
き
出
す
。
こ
う
し
て
Ａ
の
論
難
が
開
始
さ
れ
る
。

（
Ａ
）
曰
、
謂
変
非
不
変
、
可
乎
。

（
Ｂ
）
曰
、
可
。

（
Ａ
）
曰
、
右
有
与
、
可
謂
変
乎
。

（
Ｂ
）
曰
、
可
。

（
Ａ
）
曰
、
変
隻
。

（
Ｂ
）
曰
、
右
。

（
Ａ
）
曰
、
右
苟
変
、
安
可
謂
右
。
苟
不
変
、
安
可
謂
変
。

ま
ず
Ａ
は
、
き
わ
め
て
「
常
識
的
」
な
命
題
を
、
相
手
の
口
か
ら
確
認
さ
せ
よ
う
と
す
る
。「『
変
は
不
変
に
非
ず
』
と
謂
い
て
、
可
な
る

か
」（「
変
（
変
化
し
た
も
の
）」
は
「
不
変
（
変
化
し
な
い
も
の
）」
で
は
な
い
、と
言
っ
て
よ
い
か
）
と
。
こ
れ
は
厳
密
な
意
味
で
の
「
矛

盾
律
」
に
該
当
す
る
否
か
は
と
も
か
く
、
ほ
ぼ
そ
れ
に
近
い
も
の
で
は
あ
り
、
い
わ
ば
自
明
の
理
で
あ
る
か
ら
、
相
手
は
当
然
承
認
す
る
。

続
い
て
Ａ
は
、「
右
に
与
有
る
は
、
変
と
謂
う
べ
き
か
」
と
質
問
す
る
。
シ
ン
グ
ル
（「
隻
」）
で
あ
っ
た
「
右
」
が
、
他
の
あ
る
も
の
（
こ
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に
合
し
て
、
馬
を
非
と
す
』
と
、『
牛
、
羊
に
合
し
て
、
雞
を
非
と
す
』
と
な
り
」
と
い
う
、
二
つ
の
比
喩
的
事
例
の
提
示
で
答
え
る
。

Ａ
で
な
く
と
も
、「
一
体
何
の
こ
と
だ
」
と
問
い
返
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
、唐
突
か
つ
不
可
解
な
応
答
で
あ
る
。
Ｂ
は
説
明
す
る
。

（
Ｂ
）
曰
、羊
与
牛
唯
異
。
羊
有
歯
、牛
無
歯
。
而
羊
牛
之
非
羊
也
、羊
牛
之
非
牛
也
、（

（（
（

未
可
。
是
不
倶
有
、而
或
類
焉
。
羊
有
角
、牛
有
角
。

牛
之
而
羊
也
、羊
之
而
牛
也
、未
可
。
是
倶
有
、而
類
之
不
同
也
。
羊
牛
有
角
、馬
無
角
。
馬
有
尾
、羊
牛
無
尾
。
故
曰
、羊
合
牛
非
馬
也
。

非
馬
者
、
無
馬
也
。
無
馬
者
、
羊
不
二
、
牛
不
二
、
而
羊
牛
二
。
是
而
羊
而
牛
非
馬
、
可
也
。
若
挙
而
以
是
、
猶
類
之
不
同
。
若
左
右
、

猶
是
挙
。
牛
羊
有
毛
、
雞
有
羽
。
謂
雞
足
一
。
数
足
二
。
二
而
一
、
故
三
。
謂
牛
羊
足
一
。
数
足
四
。
四
而
一
、
故
五
。
牛
羊
足
五
、

雞
足
三
。
故
曰
、
牛
合
羊
非
雞
、
非
有
以
非
雞
也
。
与
馬
以
雞
、
寧
馬
。
材
不
材
、
其
無
以
類
、
審
矣
。
挙
是
乱
名
。
是
謂
狂
挙
。（

（（
（

前
節
で
見
た
内
容
に
つ
い
て
、
い
ま
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。
Ａ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
た
―
「
隻
」（
シ
ン
グ
ル
）
で

あ
る
「
右
」
が
、「
左
」
と
ペ
ア
に
な
っ
た
場
合
、そ
こ
に
は
「
変
」
が
生
じ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
左
」
と
ペ
ア
に
な
っ
た
「
右
」

は
、
も
は
や
、
も
と
の
「
右
」
の
ま
ま
で
は
な
い
何
か
、
に
変
化
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
―
と
。

　「
右
」
に
「
変
」
が
生
じ
た
以
上
、
そ
れ
は
も
は
や
、
も
と
の
「
右
」
の
ま
ま
で
は
あ
り
え
な
い
―
Ａ
の
こ
の
主
張
は
、
一
見
も
っ
と

も
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
実
は
こ
れ
に
は
難
点
が
あ
る
。
も
し
、「
左
」
と
ペ
ア
に
な
っ
た
「
右
」
が
、
も
は
や
「
右
」
の
ま
ま
で

は
な
い
と
す
れ
ば
、「
左
と
右
」
の
中
に
含
ま
れ
る
の
は
、
突
き
詰
め
た
と
こ
ろ
、
も
は
や
「
右
」
で
は
な
い
何
も
の
か
と
、（
同
様
に
し

て
）
も
は
や
「
左
」
で
は
な
い
何
も
の
か
、と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
左
と
右
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、

理
屈
は
ど
う
あ
ろ
う
と
、「
左
」
と
「
右
」
で
あ
る
は
ず
で
は
な
い
の
か
―
。

　
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
右
の
条
を
検
討
し
て
い
こ
う
。「
左
右
の
若
き
は
、
猶
お
是
の
挙
の
ご
と
き
な
り
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、引
用
部
の
「
羊
」「
牛
」「
羊
牛
」
は
、そ
れ
ぞ
れ
「
左
」「
右
」「
左
右
」
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（「
羊
」「
牛
」
の
う
ち
、

ど
ち
ら
が
「
左
」
に
当
た
り
「
右
」
に
当
た
る
の
か
を
問
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
）。
で
は
「
馬
」
と
「
雞
」
と
は
、
何
を
喩
え
た

も
の
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
検
討
を
終
え
た
後
で
、
解
答
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
ま
ず「
羊
」「
牛
」及
び「
羊
牛
」の
関
係
か
ら
見
て
い
こ
う
。
最
初
に
Ａ
は
、「
羊
と
牛
と
は
唯（
惟
）れ
異
な
る
」と
述
べ
る
。
そ
れ
は「
羊

に
歯
有
り
、
牛
に
歯
無
し
」
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
集
合
「
羊
牛
」
か
ら
「
羊
」
が
排
除
さ
れ
、
も
し
く
は
「
牛
」

— （ —— （ —

　
と
こ
ろ
で
、右
の
図
式
を
、「
一
」（
で
あ
る
も
の
）
と
「
二
」（
で
あ
る
も
の
）
と
の
、単
な
る
枚
挙
的
例
示
と
見
る
の
で
は
な
く
、「
一
」

と
「
二
」
の
意
味
（
も
し
く
は
「
定
義
」）
を
示
す
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
「
二
」
に
つ
い
て
は
、「
左
と
右
」「
上
と
下
」

…
…
等
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
二
個
の
要
素
（
元
）
を
有
す
る
集
合
で
あ
る
の
で
、
―
「
二
」
と
は
、
二
個
の
要
素
か
ら
な
る
全
て
の
集
合

を
指
す
（
意
味
す
る
）
も
の
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
複
数
の
集
合
を
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
も
の
は
「
集
合

の
集
合
」
で
あ
る
か
ら
、「
二
」
と
は
、二
個
の
要
素
を
有
す
る
集
合
の
全
て
を
自
己
の
要
素
と
し
て
含
む
集
合
（
集
合
の
集
合
）
で
あ
る
、

と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
同
様
に
し
て
、「
一
」
と
は
、
一
個
の
要
素
を
有
す
る
集
合
の
全
て
を
自
己
の
要
素
と
し
て
含
む
集
合
（
集

合
の
集
合
）
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
実
は
こ
れ
は
、
ラ
ッ
セ
ル
な
ど
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
自
然
数
を
「
集
合
の
集
合
」
と
し
て
定
義
す

る
仕
方（

（
（

に
引
き
寄
せ
る
形
で
、
筆
者
が
解
釈
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
控
え
め
に
述
べ
て
も
、
Ｂ
の
言
説
と
現
代
数
学
の
自
然
数
論
と

の
間
に
は
、
相
当
に
親
和
的
な
面
が
認
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
こ
こ
ま
で
の
論
述
に
、
こ
う
し
た
現
代
数
学
の
知
見
を
援
用
し
て
、
―
「
二
」

（
と
い
う
「
集
合
の
集
合
」）
に
属
す
る
要
素
（「
右
と
左
」「
上
と
下
」
…
…
）
の
中
に
、「
一
」（
と
い
う
「
集
合
の
集
合
」）
に
属
す
る

要
素（「
右
」「
左
」「
上
」「
下
」…
…
）が
紛
れ
込
む
こ
と
は
定
義
上
あ
り
え
ず
、ま
た「
一
」（
と
い
う「
集
合
の
集
合
」）そ
の
も
の
が
、「
二
」

（
と
い
う
「
集
合
の
集
合
」）
に
属
す
る
要
素
と
し
て
混
入
す
る
事
態
（［「
右
と
左
」「
上
と
下
」「
一
」
…
…
］）
も
、
ま
た
あ
り
う
る
は

ず
が
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
、「
二
無
一
」
と
い
う
命
題
を
「
解
釈
」
し
、
か
つ
「
正
当
化
」
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。（

（（
（

二

　
今
ま
で
見
て
き
た
部
分
に
関
す
る
限
り
で
は
、
こ
の
解
釈
は
、
か
な
り
晦
渋
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
な
り
に
筋
の
通
っ
た
も
の
で
は

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
に
続
く
部
分
を
、
前
後
の
文
脈
と
の
関
連
上
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
で
あ
る
。

〔（
Ａ
）
曰
、〕
奈
何
。

〔（
Ｂ
）
曰
、〕
羊
合
牛
非
馬
、
牛
合
羊
非
雞
。

（
Ａ
）
曰
、
何
哉
。

亀
甲
括
弧
の
中
の
「
曰
」
は
、
い
ず
れ
も
推
測
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。（

（（
（

Ａ
の
「
奈
何
」
と
い
う
疑
問
表
明
に
対
し
て
、
Ｂ
は
「『
羊
、
牛
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に
合
し
て
、
馬
を
非
と
す
』
と
、『
牛
、
羊
に
合
し
て
、
雞
を
非
と
す
』
と
な
り
」
と
い
う
、
二
つ
の
比
喩
的
事
例
の
提
示
で
答
え
る
。

Ａ
で
な
く
と
も
、「
一
体
何
の
こ
と
だ
」
と
問
い
返
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
、唐
突
か
つ
不
可
解
な
応
答
で
あ
る
。
Ｂ
は
説
明
す
る
。

（
Ｂ
）
曰
、羊
与
牛
唯
異
。
羊
有
歯
、牛
無
歯
。
而
羊
牛
之
非
羊
也
、羊
牛
之
非
牛
也
、（

（（
（

未
可
。
是
不
倶
有
、而
或
類
焉
。
羊
有
角
、牛
有
角
。

牛
之
而
羊
也
、羊
之
而
牛
也
、未
可
。
是
倶
有
、而
類
之
不
同
也
。
羊
牛
有
角
、馬
無
角
。
馬
有
尾
、羊
牛
無
尾
。
故
曰
、羊
合
牛
非
馬
也
。

非
馬
者
、
無
馬
也
。
無
馬
者
、
羊
不
二
、
牛
不
二
、
而
羊
牛
二
。
是
而
羊
而
牛
非
馬
、
可
也
。
若
挙
而
以
是
、
猶
類
之
不
同
。
若
左
右
、

猶
是
挙
。
牛
羊
有
毛
、
雞
有
羽
。
謂
雞
足
一
。
数
足
二
。
二
而
一
、
故
三
。
謂
牛
羊
足
一
。
数
足
四
。
四
而
一
、
故
五
。
牛
羊
足
五
、

雞
足
三
。
故
曰
、
牛
合
羊
非
雞
、
非
有
以
非
雞
也
。
与
馬
以
雞
、
寧
馬
。
材
不
材
、
其
無
以
類
、
審
矣
。
挙
是
乱
名
。
是
謂
狂
挙
。（

（（
（

前
節
で
見
た
内
容
に
つ
い
て
、
い
ま
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。
Ａ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
た
―
「
隻
」（
シ
ン
グ
ル
）
で

あ
る
「
右
」
が
、「
左
」
と
ペ
ア
に
な
っ
た
場
合
、そ
こ
に
は
「
変
」
が
生
じ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
左
」
と
ペ
ア
に
な
っ
た
「
右
」

は
、
も
は
や
、
も
と
の
「
右
」
の
ま
ま
で
は
な
い
何
か
、
に
変
化
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
―
と
。

　「
右
」
に
「
変
」
が
生
じ
た
以
上
、
そ
れ
は
も
は
や
、
も
と
の
「
右
」
の
ま
ま
で
は
あ
り
え
な
い
―
Ａ
の
こ
の
主
張
は
、
一
見
も
っ
と

も
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
実
は
こ
れ
に
は
難
点
が
あ
る
。
も
し
、「
左
」
と
ペ
ア
に
な
っ
た
「
右
」
が
、
も
は
や
「
右
」
の
ま
ま
で

は
な
い
と
す
れ
ば
、「
左
と
右
」
の
中
に
含
ま
れ
る
の
は
、
突
き
詰
め
た
と
こ
ろ
、
も
は
や
「
右
」
で
は
な
い
何
も
の
か
と
、（
同
様
に
し

て
）
も
は
や
「
左
」
で
は
な
い
何
も
の
か
、と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
左
と
右
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、

理
屈
は
ど
う
あ
ろ
う
と
、「
左
」
と
「
右
」
で
あ
る
は
ず
で
は
な
い
の
か
―
。

　
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
右
の
条
を
検
討
し
て
い
こ
う
。「
左
右
の
若
き
は
、
猶
お
是
の
挙
の
ご
と
き
な
り
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、引
用
部
の
「
羊
」「
牛
」「
羊
牛
」
は
、そ
れ
ぞ
れ
「
左
」「
右
」「
左
右
」
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（「
羊
」「
牛
」
の
う
ち
、

ど
ち
ら
が
「
左
」
に
当
た
り
「
右
」
に
当
た
る
の
か
を
問
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
）。
で
は
「
馬
」
と
「
雞
」
と
は
、
何
を
喩
え
た

も
の
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
検
討
を
終
え
た
後
で
、
解
答
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
ま
ず「
羊
」「
牛
」及
び「
羊
牛
」の
関
係
か
ら
見
て
い
こ
う
。
最
初
に
Ａ
は
、「
羊
と
牛
と
は
唯（
惟
）れ
異
な
る
」と
述
べ
る
。
そ
れ
は「
羊

に
歯
有
り
、
牛
に
歯
無
し
」
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
集
合
「
羊
牛
」
か
ら
「
羊
」
が
排
除
さ
れ
、
も
し
く
は
「
牛
」

— （ —— （ —

　
と
こ
ろ
で
、右
の
図
式
を
、「
一
」（
で
あ
る
も
の
）
と
「
二
」（
で
あ
る
も
の
）
と
の
、単
な
る
枚
挙
的
例
示
と
見
る
の
で
は
な
く
、「
一
」

と
「
二
」
の
意
味
（
も
し
く
は
「
定
義
」）
を
示
す
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
「
二
」
に
つ
い
て
は
、「
左
と
右
」「
上
と
下
」

…
…
等
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
二
個
の
要
素
（
元
）
を
有
す
る
集
合
で
あ
る
の
で
、
―
「
二
」
と
は
、
二
個
の
要
素
か
ら
な
る
全
て
の
集
合

を
指
す
（
意
味
す
る
）
も
の
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
複
数
の
集
合
を
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
も
の
は
「
集
合

の
集
合
」
で
あ
る
か
ら
、「
二
」
と
は
、二
個
の
要
素
を
有
す
る
集
合
の
全
て
を
自
己
の
要
素
と
し
て
含
む
集
合
（
集
合
の
集
合
）
で
あ
る
、

と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
同
様
に
し
て
、「
一
」
と
は
、
一
個
の
要
素
を
有
す
る
集
合
の
全
て
を
自
己
の
要
素
と
し
て
含
む
集
合
（
集

合
の
集
合
）
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
実
は
こ
れ
は
、
ラ
ッ
セ
ル
な
ど
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
自
然
数
を
「
集
合
の
集
合
」
と
し
て
定
義
す

る
仕
方（

（
（

に
引
き
寄
せ
る
形
で
、
筆
者
が
解
釈
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
控
え
め
に
述
べ
て
も
、
Ｂ
の
言
説
と
現
代
数
学
の
自
然
数
論
と

の
間
に
は
、
相
当
に
親
和
的
な
面
が
認
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
こ
こ
ま
で
の
論
述
に
、
こ
う
し
た
現
代
数
学
の
知
見
を
援
用
し
て
、
―
「
二
」

（
と
い
う
「
集
合
の
集
合
」）
に
属
す
る
要
素
（「
右
と
左
」「
上
と
下
」
…
…
）
の
中
に
、「
一
」（
と
い
う
「
集
合
の
集
合
」）
に
属
す
る

要
素（「
右
」「
左
」「
上
」「
下
」…
…
）が
紛
れ
込
む
こ
と
は
定
義
上
あ
り
え
ず
、ま
た「
一
」（
と
い
う「
集
合
の
集
合
」）そ
の
も
の
が
、「
二
」

（
と
い
う
「
集
合
の
集
合
」）
に
属
す
る
要
素
と
し
て
混
入
す
る
事
態
（［「
右
と
左
」「
上
と
下
」「
一
」
…
…
］）
も
、
ま
た
あ
り
う
る
は

ず
が
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
、「
二
無
一
」
と
い
う
命
題
を
「
解
釈
」
し
、
か
つ
「
正
当
化
」
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。（

（（
（

二

　
今
ま
で
見
て
き
た
部
分
に
関
す
る
限
り
で
は
、
こ
の
解
釈
は
、
か
な
り
晦
渋
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
な
り
に
筋
の
通
っ
た
も
の
で
は

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
に
続
く
部
分
を
、
前
後
の
文
脈
と
の
関
連
上
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
で
あ
る
。

〔（
Ａ
）
曰
、〕
奈
何
。

〔（
Ｂ
）
曰
、〕
羊
合
牛
非
馬
、
牛
合
羊
非
雞
。

（
Ａ
）
曰
、
何
哉
。

亀
甲
括
弧
の
中
の
「
曰
」
は
、
い
ず
れ
も
推
測
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。（

（（
（

Ａ
の
「
奈
何
」
と
い
う
疑
問
表
明
に
対
し
て
、
Ｂ
は
「『
羊
、
牛
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の
足
と
謂
え
ば
、
一
な
り
」
と
い
う
の
は
、「
雞
足
」「
牛
羊
足
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
て
一
つ
の
「
概
念
」（
も
し
く
は
「
集
合
」）
と

し
て
捉
え
た
場
合
、
各
々
が
「
一
」
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「（
雞
の
）
足
を
数
う
れ
ば
、
二
な
り
」「（
牛
羊
の
）
足
を
数
う
れ
ば
、

四
な
り
」
は
、
説
明
の
必
要
は
な
か
ろ
う
。「
二
に
し
て
一
、
故
に
三
な
り
」「
四
に
し
て
一
、
故
に
五
な
り
」
と
い
う
の
は
、
現
代
数
学

の
術
語
を
用
い
る
と
、「
集
合
」
の
数
と
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
「
要
素
（
元
）」
の
個
数
と
を
、
同
レ
ベ
ル
の
存
在
と
し
て
、
ご
ち
ゃ
ま

ぜ
に
計
数
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
重
要
な
の
は
、「
牛
羊
の
足
は
五
に
し
て
、雞
の
足
は
三
な
り
」と
い
う
理
由
に
よ
っ

て
、「
牛
羊
」
と
「
雞
」
と
が
区
別
さ
れ
る
（
よ
う
に
見
え
る
）
こ
と
な
の
で
、仮
に
こ
れ
が
「
牛
羊
の
足
は
四
に
し
て
、雞
の
足
は
二
な
り
」

と
い
う
「
常
識
的
」
な
言
明
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
論
の
進
行
上
は
、
実
は
大
差
な
い
こ
と
に
な
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
と
も
あ
れ
、こ
の
後
に
Ｂ
は
、「
故
に
『
牛
、羊
に
合
し
て
、雞
を
非
と
す
』
と
曰
う
も
、以
て
雞
を
非
と
す
る
こ
と
有
る
に
非
ざ
る
な
り
。

『
馬
と
与
に
す
る
』
と
『
雞
と
以
（
与
）
に
す
る
』（

（（
（

と
な
れ
ば
、
寧
ろ
馬
な
り
。
材
不
材
は
、
其
れ
以
て
類
す
る
無
き
こ
と
審
ら
か
な
り
。

是
れ
を
挙
ぐ
る
は
乱
名
な
り
。
是
れ
を
狂
挙
と
謂
う
」
と
述
べ
て
、
こ
の
段
の
主
張
に
一
応
の
結
論
を
下
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
は
極

め
て
難
解
で
あ
る
の
で
、次
の
問
題
か
ら
考
え
て
い
こ
う
。「『
馬
と
与
に
す
る
』
と
『
雞
と
以
（
与
）
に
す
る
』
と
な
れ
ば
、寧
ろ
馬
な
り
」

と
Ｂ
は
言
う
の
だ
が
、「
馬
」
と
「
雞
」
―
つ
ま
り
「
羊
合
牛
非
馬
」
と
「
羊
合
牛
非
雞
」
―
と
は
、
何
が
ど
う
違
う
の
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
明
確
な
説
明
が
で
き
な
い
限
り
、
本
段
の
主
旨
は
、
決
し
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
も
う
一
度
、「
羊
牛
」
か
ら
「
馬
」
と
「
雞
」
と
が
排
除
さ
れ
る
根
拠
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
見
て
お
こ
う
。

｢

羊
牛
／
馬｣

：「
羊
牛
に
角
有
り
、
馬
に
角
無
し
。
馬
に
尾
有
り
、
羊
牛
に
尾
無
し
。」

「
牛
羊
／
雞
」：「
牛
羊
に
毛
有
り
、
雞
に
羽
有
り
。（
略
）
牛
羊
の
足
は
五
に
し
て
、
雞
の
足
は
三
な
り
。」

一
見
し
て
、「
馬
」
と
「
雞
」
と
が
そ
れ
ぞ
れ
排
除
さ
れ
る
理
由
に
は
、
す
く
な
く
と
も
形
式
的
に
は
、
大
し
た
差
異
は
な
い
か
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
は
両
者
の
間
に
は
、
重
要
か
つ
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
。「
羊
牛
有
角
、
馬
無
角
」
と
言
わ
れ
る
場
合
、
こ

の
よ
う
な
条
件
の
提
示
か
ら
、
選
択
肢
と
し
て
あ
り
う
る
の
は
、
次
の
二
つ
の
み
で
あ
る
。

（
甲
）
角
が
有
る
。（
乙
）
角
が
無
い
。

同
様
に
、「
馬
有
尾
、
羊
牛
無
尾
」
に
関
し
て
も
、

— （ —— （ —

が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
而
も
羊
牛
の
羊
を
非
と
す
る
や
、
羊
牛
の
牛
を
非
と
す
る
や
、
未
だ
可
な
ら
ず
）。
な
ぜ
か
。「
是
れ
倶
に

は
（
歯
）
有
ら
ざ
る
も
、而
も
或
い
は
類
」
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
羊
も
角
有
り
、牛
も
角
有
り
」
と
い
う
根
拠
に
よ
る
。
し
か
し
、

あ
く
ま
で
も
「
羊
」
と
「
牛
」
と
は
「
異
」
な
る
の
で
あ
っ
て
、「
牛
の
羊
な
る
や
、
羊
の
牛
な
る
や
、
未
だ
可
な
ら
ず
」
と
い
う
こ
と

も
再
確
認
さ
れ
る
。「
是
れ
倶
に
（
角
）
有
る
も
、而
も
類
の
同
じ
か
ら
ざ
る
な
り
。」「
羊
」
と
「
牛
」
と
は
、「
羊
に
歯
有
り
、牛
に
歯
無
」

き
が
ゆ
え
に
、「
異
な
る
」「
類
の
同
じ
か
ら
ざ
る
」
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、「
羊
に
角
有
り
、
牛
に
角
有
」
る
が
ゆ
え
に
、「
或
い
は
類
」

す
る
も
の
で
、こ
の
二
点
に
集
合
成
立
の
条
件
を
定
め
る
の
で
あ
れ
ば
、「
羊
」「
牛
」
と
い
う
「
相
互
に
区
別
さ
れ
る
二
個
の
要
素
（
元
）」

か
ら
な
る
「
羊
牛
」
と
い
う
「
一
つ
の
集
合
」
が
、
成
立
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
い
う
の
で
あ
る
（「
左
右
」
の
場
合
と
同
様
に
）。
今
は

こ
の
こ
と
だ
け
を
確
認
し
て
お
き
、「
或
類
」「
類
之
不
同
」
の
正
確
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
後
で
考
察
し
よ
う
。

　
次
に「
羊
牛
」と「
馬
」と
の
関
係
に
つ
い
て
見
よ
う
。「
羊
牛
に
角
有
り
、馬
に
角
無
し
。
馬
に
尾
有
り
、羊
牛
に
尾
無
し
」で
あ
る
か
ら
、

「
角
」
と
「
尾
」
の
有
無
と
い
う
二
つ
の
条
件
に
よ
る
限
り
、「
羊
」
と
「
牛
」
と
は
、
お
の
ず
と
結
合
し
て
集
合
「
羊
牛
」
を
形
成
し
、

そ
こ
か
ら
「
馬
」
は
、や
は
り
お
の
ず
と
排
除
さ
れ
る
。「
馬
」
が
排
除
さ
れ
る
以
上
、集
合
「
羊
牛
」
の
中
に
、「
馬
」
は
存
在
し
え
な
い
（
故

に
曰
く
、『
羊
、
牛
に
合
し
て
、
馬
を
非
と
す
』
と
。『
馬
を
非
と
す
』
と
は
、
馬
無
き
な
り
）。「
馬
」
の
混
入
が
な
い
の
で
、「
羊
」
も

「
牛
」
も
、単
独
で
は
「
二
」
で
は
な
い
が
、「
羊
牛
」
は
「
羊
牛
」（
の
み
）
で
「
二
」
で
あ
る
（「
三
」
に
は
な
ら
な
い
）
こ
と
に
な
る
（
馬

無
け
れ
ば
、羊
は
二
な
ら
ず
、牛
は
二
な
ら
ず
し
て
、而
も
羊
牛
は
二
な
り
）。
こ
れ
は
、「
左
」
も
「
右
」
も
、そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
は
「
二
」

で
な
か
っ
た
が
、「
左
と
右
」
は
「
二
」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
と
、
全
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、「
是
れ
羊
を
而
（
与
）
に
し
、
牛
を

而
（
与
）
に
し
、馬
を
非
と
し
て
、可
な
る
な
り
」（

（（
（

と
い
う
こ
と
に
な
る
（「
若
挙
而
以
是
、猶
類
之
不
同
」
に
つ
い
て
も
後
で
考
察
す
る
）。

「
左
右
の
若
き
は
、猶
お
是
の
挙
の
ご
と
し
」
と
い
う
の
は
、先
に
提
示
し
た
「
左
右
」
の
比
喩
と
、こ
の
「
羊
牛
／
馬
」
の
挙
例
（
比
喩
）

と
は
、
あ
た
か
も
同
じ
事
態
を
表
現
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、「
牛
羊｣

と
「
雞
」
と
の
関
係
は
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。「
牛
羊
に
毛
有
り
、
雞
に
羽
有
り
」
と
い
う
言
明
に
は
、
ひ

と
ま
ず
問
題
は
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
詳
述
す
る
）。
し
か
し
次
の
部
分
は
、
所
謂
「
詭
弁
」
の
要
素
を
含

む
の
で
、
説
明
が
必
要
と
な
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
さ
ほ
ど
厄
介
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。「
雞
の
足
と
謂
え
ば
、
一
な
り
」「
牛
羊
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の
足
と
謂
え
ば
、
一
な
り
」
と
い
う
の
は
、「
雞
足
」「
牛
羊
足
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
て
一
つ
の
「
概
念
」（
も
し
く
は
「
集
合
」）
と

し
て
捉
え
た
場
合
、
各
々
が
「
一
」
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「（
雞
の
）
足
を
数
う
れ
ば
、
二
な
り
」「（
牛
羊
の
）
足
を
数
う
れ
ば
、

四
な
り
」
は
、
説
明
の
必
要
は
な
か
ろ
う
。「
二
に
し
て
一
、
故
に
三
な
り
」「
四
に
し
て
一
、
故
に
五
な
り
」
と
い
う
の
は
、
現
代
数
学

の
術
語
を
用
い
る
と
、「
集
合
」
の
数
と
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
「
要
素
（
元
）」
の
個
数
と
を
、
同
レ
ベ
ル
の
存
在
と
し
て
、
ご
ち
ゃ
ま

ぜ
に
計
数
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
重
要
な
の
は
、「
牛
羊
の
足
は
五
に
し
て
、雞
の
足
は
三
な
り
」と
い
う
理
由
に
よ
っ

て
、「
牛
羊
」
と
「
雞
」
と
が
区
別
さ
れ
る
（
よ
う
に
見
え
る
）
こ
と
な
の
で
、仮
に
こ
れ
が
「
牛
羊
の
足
は
四
に
し
て
、雞
の
足
は
二
な
り
」

と
い
う
「
常
識
的
」
な
言
明
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
論
の
進
行
上
は
、
実
は
大
差
な
い
こ
と
に
な
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
と
も
あ
れ
、こ
の
後
に
Ｂ
は
、「
故
に
『
牛
、羊
に
合
し
て
、雞
を
非
と
す
』
と
曰
う
も
、以
て
雞
を
非
と
す
る
こ
と
有
る
に
非
ざ
る
な
り
。

『
馬
と
与
に
す
る
』
と
『
雞
と
以
（
与
）
に
す
る
』（

（（
（

と
な
れ
ば
、
寧
ろ
馬
な
り
。
材
不
材
は
、
其
れ
以
て
類
す
る
無
き
こ
と
審
ら
か
な
り
。

是
れ
を
挙
ぐ
る
は
乱
名
な
り
。
是
れ
を
狂
挙
と
謂
う
」
と
述
べ
て
、
こ
の
段
の
主
張
に
一
応
の
結
論
を
下
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
は
極

め
て
難
解
で
あ
る
の
で
、次
の
問
題
か
ら
考
え
て
い
こ
う
。「『
馬
と
与
に
す
る
』
と
『
雞
と
以
（
与
）
に
す
る
』
と
な
れ
ば
、寧
ろ
馬
な
り
」

と
Ｂ
は
言
う
の
だ
が
、「
馬
」
と
「
雞
」
―
つ
ま
り
「
羊
合
牛
非
馬
」
と
「
羊
合
牛
非
雞
」
―
と
は
、
何
が
ど
う
違
う
の
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
明
確
な
説
明
が
で
き
な
い
限
り
、
本
段
の
主
旨
は
、
決
し
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
も
う
一
度
、「
羊
牛
」
か
ら
「
馬
」
と
「
雞
」
と
が
排
除
さ
れ
る
根
拠
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
見
て
お
こ
う
。

｢

羊
牛
／
馬｣

：「
羊
牛
に
角
有
り
、
馬
に
角
無
し
。
馬
に
尾
有
り
、
羊
牛
に
尾
無
し
。」

「
牛
羊
／
雞
」：「
牛
羊
に
毛
有
り
、
雞
に
羽
有
り
。（
略
）
牛
羊
の
足
は
五
に
し
て
、
雞
の
足
は
三
な
り
。」

一
見
し
て
、「
馬
」
と
「
雞
」
と
が
そ
れ
ぞ
れ
排
除
さ
れ
る
理
由
に
は
、
す
く
な
く
と
も
形
式
的
に
は
、
大
し
た
差
異
は
な
い
か
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
は
両
者
の
間
に
は
、
重
要
か
つ
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
。「
羊
牛
有
角
、
馬
無
角
」
と
言
わ
れ
る
場
合
、
こ

の
よ
う
な
条
件
の
提
示
か
ら
、
選
択
肢
と
し
て
あ
り
う
る
の
は
、
次
の
二
つ
の
み
で
あ
る
。

（
甲
）
角
が
有
る
。（
乙
）
角
が
無
い
。

同
様
に
、「
馬
有
尾
、
羊
牛
無
尾
」
に
関
し
て
も
、
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が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
而
も
羊
牛
の
羊
を
非
と
す
る
や
、
羊
牛
の
牛
を
非
と
す
る
や
、
未
だ
可
な
ら
ず
）。
な
ぜ
か
。「
是
れ
倶
に

は
（
歯
）
有
ら
ざ
る
も
、而
も
或
い
は
類
」
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
羊
も
角
有
り
、牛
も
角
有
り
」
と
い
う
根
拠
に
よ
る
。
し
か
し
、

あ
く
ま
で
も
「
羊
」
と
「
牛
」
と
は
「
異
」
な
る
の
で
あ
っ
て
、「
牛
の
羊
な
る
や
、
羊
の
牛
な
る
や
、
未
だ
可
な
ら
ず
」
と
い
う
こ
と

も
再
確
認
さ
れ
る
。「
是
れ
倶
に
（
角
）
有
る
も
、而
も
類
の
同
じ
か
ら
ざ
る
な
り
。」「
羊
」
と
「
牛
」
と
は
、「
羊
に
歯
有
り
、牛
に
歯
無
」

き
が
ゆ
え
に
、「
異
な
る
」「
類
の
同
じ
か
ら
ざ
る
」
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、「
羊
に
角
有
り
、
牛
に
角
有
」
る
が
ゆ
え
に
、「
或
い
は
類
」

す
る
も
の
で
、こ
の
二
点
に
集
合
成
立
の
条
件
を
定
め
る
の
で
あ
れ
ば
、「
羊
」「
牛
」
と
い
う
「
相
互
に
区
別
さ
れ
る
二
個
の
要
素
（
元
）」

か
ら
な
る
「
羊
牛
」
と
い
う
「
一
つ
の
集
合
」
が
、
成
立
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
い
う
の
で
あ
る
（「
左
右
」
の
場
合
と
同
様
に
）。
今
は

こ
の
こ
と
だ
け
を
確
認
し
て
お
き
、「
或
類
」「
類
之
不
同
」
の
正
確
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
後
で
考
察
し
よ
う
。

　
次
に「
羊
牛
」と「
馬
」と
の
関
係
に
つ
い
て
見
よ
う
。「
羊
牛
に
角
有
り
、馬
に
角
無
し
。
馬
に
尾
有
り
、羊
牛
に
尾
無
し
」で
あ
る
か
ら
、

「
角
」
と
「
尾
」
の
有
無
と
い
う
二
つ
の
条
件
に
よ
る
限
り
、「
羊
」
と
「
牛
」
と
は
、
お
の
ず
と
結
合
し
て
集
合
「
羊
牛
」
を
形
成
し
、

そ
こ
か
ら
「
馬
」
は
、や
は
り
お
の
ず
と
排
除
さ
れ
る
。「
馬
」
が
排
除
さ
れ
る
以
上
、集
合
「
羊
牛
」
の
中
に
、「
馬
」
は
存
在
し
え
な
い
（
故

に
曰
く
、『
羊
、
牛
に
合
し
て
、
馬
を
非
と
す
』
と
。『
馬
を
非
と
す
』
と
は
、
馬
無
き
な
り
）。「
馬
」
の
混
入
が
な
い
の
で
、「
羊
」
も

「
牛
」
も
、単
独
で
は
「
二
」
で
は
な
い
が
、「
羊
牛
」
は
「
羊
牛
」（
の
み
）
で
「
二
」
で
あ
る
（「
三
」
に
は
な
ら
な
い
）
こ
と
に
な
る
（
馬

無
け
れ
ば
、羊
は
二
な
ら
ず
、牛
は
二
な
ら
ず
し
て
、而
も
羊
牛
は
二
な
り
）。
こ
れ
は
、「
左
」
も
「
右
」
も
、そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
は
「
二
」

で
な
か
っ
た
が
、「
左
と
右
」
は
「
二
」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
と
、
全
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、「
是
れ
羊
を
而
（
与
）
に
し
、
牛
を

而
（
与
）
に
し
、馬
を
非
と
し
て
、可
な
る
な
り
」（

（（
（

と
い
う
こ
と
に
な
る
（「
若
挙
而
以
是
、猶
類
之
不
同
」
に
つ
い
て
も
後
で
考
察
す
る
）。

「
左
右
の
若
き
は
、猶
お
是
の
挙
の
ご
と
し
」
と
い
う
の
は
、先
に
提
示
し
た
「
左
右
」
の
比
喩
と
、こ
の
「
羊
牛
／
馬
」
の
挙
例
（
比
喩
）

と
は
、
あ
た
か
も
同
じ
事
態
を
表
現
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、「
牛
羊｣

と
「
雞
」
と
の
関
係
は
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。「
牛
羊
に
毛
有
り
、
雞
に
羽
有
り
」
と
い
う
言
明
に
は
、
ひ

と
ま
ず
問
題
は
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
詳
述
す
る
）。
し
か
し
次
の
部
分
は
、
所
謂
「
詭
弁
」
の
要
素
を
含

む
の
で
、
説
明
が
必
要
と
な
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
さ
ほ
ど
厄
介
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。「
雞
の
足
と
謂
え
ば
、
一
な
り
」「
牛
羊
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か
ら
「
馬
」
は
、
疑
問
の
余
地
な
く
排
除
さ
れ
る
。「
有
尾
」
で
な
け
れ
ば
「
無
尾
」
と
い
う
二
項
対
立
の
中
で
は
、
一
つ
の
項
へ
の
帰

属
は
、
い
ま
一
つ
の
項
か
ら
の
排
除
を
、
必
然
的
に
帰
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
四
項
対
立
で
は
そ
う
は
な
ら
な
い
。
く
り
か
え

す
が
、「
有
羽
」
と
い
う
言
明
は
、「
有
毛
」
の
否
定
を
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
右
の
表
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
有
羽
」
と
い

う
言
明
は
、
単
に
（
Ｂ
）（
Ｄ
）
の
否
定
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
残
さ
れ
た
可
能
性
に
は
（
Ｃ
）
だ
け
で
は
な
く
（
Ａ
）
も
含
ま
れ

る
の
で
あ
る
（「
有
毛
」
と
い
う
言
明
に
つ
い
て
も
同
様
）。
と
い
う
こ
と
は
、「
牛
羊
有
毛
」「
雞
有
羽
」
と
し
か
言
わ
れ
て
い
な
い
以
上
、

あ
る
い
は
「
牛
羊
」
に
も
「
羽
」
が
「
有
」
り
、「
雞
」
に
も
「
毛
」
が
「
有
」
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
（
も
ち
ろ
ん
現
実
に
は
な
い
の

だ
が
、
こ
れ
ら
の
言
明
だ
け
か
ら
、
そ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
言
明
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
条
件
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
生
物
が
現
実
に
有
し
て
い
る
そ
れ
以
外
の
属
性
ま
で
も
考
慮
に
入
れ
る
な
ら

ば
、
本
篇
の
解
釈
は
、
収
拾
の
つ
か
な
い
混
乱
に
陥
る
で
あ
ろ
う
）。
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
場
合
、
こ
の
二
条
件
に
よ
っ
て
は
、「
牛
羊
」

と
「
雞
」
と
の
区
分
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
（
Ａ
）
の
可
能
性
が
否
定
さ
れ
な
い
限
り
、言
い
か
え
れ
ば
、事
態
が
（
Ａ
）

（
Ｃ
）
の
い
ず
れ
で
あ
る
の
か
が
不
確
定
で
あ
る
限
り
、「
牛
羊
」
か
ら
「
雞
」
を
、
疑
問
の
余
地
な
く
排
除
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
が
「
以
て
雞
を
非
と
す
る
こ
と
有
る
に
非
ざ
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「『
馬
と
与
に
す
る
』
と
『
雞
と
以
（
与
）

に
す
る
』
と
な
れ
ば
、
寧
ろ
馬
な
り
」
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
次
の
「
材
不
材
は
、其
れ
以
て
類
す
る
無
き
こ
と
審
ら
か
な
り
」
と
は
、ど
う
い
う
意
味
か
。「
材
」
は｢

羊｣

「
牛
」
を
指
し
、「
不

材
」
は
「
雞
」
を
指
す
よ
う
に
思
わ
れ
は
す
る
。
し
か
し
そ
の
違
い
が
、な
ぜ
「
材
不
材
」
と
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
ま
た
「
其

無
以
類
」
と
は
、
正
確
に
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
表
明
し
た
も
の
な
の
か
。
こ
こ
で
、
以
前
先
送
り
し
て
お
い
た
「
或
類
」「
類
之
不
同
」

の
意
味
と
、
こ
の
「
無
以
類
」
の
意
味
と
を
、
包
括
的
に
検
討
し
た
上
で
、
明
確
な
説
明
を
試
み
ね
ば
な
ら
な
い
。

　「
或
類
」
は
、「
羊
／
牛
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
明
で
あ
る
が
、「
類
之
不
同
」
も
、
や
は
り
「
羊
／
牛
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
明

で
あ
る
の
だ
か
ら
、「
或
類
」
の
「
類
」
と
「
類
之
不
同
」
の
「
類
」
と
は
、
完
全
に
同
義
で
は
あ
り
え
な
い
（
こ
の
点
は
明
確
に
区
別

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
）。「
或
類
」
の
「
類
」
は
、「
類
、
似
也
」「
類
、
同
也
」（

（（
（

と
言
わ
れ
る
よ
う
な
「
類
似
」
も
し
く
は
「
類
同
」
を
指

す
も
の
で
あ
り
、「
類
之
不
同
」
の
「
類
」
は
、『
荀
子
』
非
相
篇
・
楊
倞
注
に
「
類
、
種
類
、
謂
若
牛
馬
也
」
と
い
う
場
合
の
、
い
わ
ゆ
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（
丙
）
尾
が
有
る
。（
丁
）
尾
が
無
い
。

と
い
う
二
項
の
選
択
肢
し
か
、論
理
的
に
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て「
～
有
角
」の
否
定
は
、た
だ
ち
に「
～
無
角
」の
肯
定
を
帰
結
す
る
。

（
甲
）
で
な
け
れ
ば
（
乙
）
で
あ
り
、（
乙
）
で
な
け
れ
ば
（
甲
）
な
の
で
あ
る
。（「
有
尾
」「
無
尾
」
も
同
様
）。
と
こ
ろ
が
、「
～
有
毛
」

を
否
定
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
論
理
必
然
的
に
帰
結
す
る
の
は
「
～
無
毛
」
だ
け
で
あ
り
、「
～
有
羽
」
は
帰
結
し
な
い
（
そ
の
逆
も
真
）。

し
た
が
っ
て
、「
牛
羊
有
毛
、
雞
有
羽
」「
羊
牛
有
角
、
馬
無
角
」
と
い
う
二
つ
の
言
明
は
、
生
物
学
的
に
は
と
も
か
く
、
論
理
的
観
点
か

ら
み
る
と
、
意
味
や
情
報
価
値
が
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。「
～
有
毛
、
…
有
羽
」
と
い
う
仕
方
で
条
件
の
提
示
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、

次
の
よ
う
な
四
項
の
選
択
肢
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。

（
Ａ
）
毛
が
有
り
、
か
つ
、
羽
が
有
る
（
こ
の
よ
う
な
生
物
が
「
現
実
」
に
存
在
し
う
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、
論
理
的
に
は
そ
の

可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）。

（
Ｂ
）
毛
が
有
り
、
羽
が
無
い
。

（
Ｃ
）
毛
が
無
く
、
羽
が
有
る
。

（
Ｄ
）
毛
が
無
く
、
か
つ
、
羽
が
無
い
。

足
の
数
に
関
し
て
も
、
ひ
と
ま
ず
形
式
的
に
は
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
な
く
は
な
い
。

（
Ｅ
）
足
が
「
五
」
で
あ
り
、
か
つ
、
足
が
「
三
」
で
あ
る
（
こ
れ
は
「
現
実
的
」
に
も
、「
論
理
的
」
に
も
あ
り
え
な
い
の
で
、
こ

の
条
件
を
充
た
す
個
体
は
存
在
し
な
い
（
空
集
合
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
、言
語
表
現
の
曖
昧
さ
を
利
用
し
て
、「
足
五
」

で
あ
る
も
の
は
「
足
三
」
で
も
あ
る
、「
五
」
が
「
三
」
を
含
む
と
す
れ
ば
、
な
ど
と
強
弁
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
）。

（
Ｆ
）
足
が
「
五
」
で
あ
り
、
足
が
「
三
」
で
は
な
い
。

（
Ｇ
）
足
が
「
五
」
で
は
な
く
、
足
が
「
三
」
で
あ
る
。

（
Ｈ
）
足
が
「
五
」
で
は
な
く
、
か
つ
、
足
が
「
三
」
で
も
な
い
。

「
五
」
と｢

三｣

は
、（
常
識
的
な
）「
四
」
と｢

二｣

に
置
き
換
え
て
も
、本
篇
の
文
脈
で
は
、大
し
た
問
題
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
と
も
か
く
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、「
馬
」
と
「
雞
」
と
の
差
異
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
。「
羊
牛
」
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— 10 —— 11 —

か
ら
「
馬
」
は
、
疑
問
の
余
地
な
く
排
除
さ
れ
る
。「
有
尾
」
で
な
け
れ
ば
「
無
尾
」
と
い
う
二
項
対
立
の
中
で
は
、
一
つ
の
項
へ
の
帰

属
は
、
い
ま
一
つ
の
項
か
ら
の
排
除
を
、
必
然
的
に
帰
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
四
項
対
立
で
は
そ
う
は
な
ら
な
い
。
く
り
か
え

す
が
、「
有
羽
」
と
い
う
言
明
は
、「
有
毛
」
の
否
定
を
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
右
の
表
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
有
羽
」
と
い

う
言
明
は
、
単
に
（
Ｂ
）（
Ｄ
）
の
否
定
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
残
さ
れ
た
可
能
性
に
は
（
Ｃ
）
だ
け
で
は
な
く
（
Ａ
）
も
含
ま
れ

る
の
で
あ
る
（「
有
毛
」
と
い
う
言
明
に
つ
い
て
も
同
様
）。
と
い
う
こ
と
は
、「
牛
羊
有
毛
」「
雞
有
羽
」
と
し
か
言
わ
れ
て
い
な
い
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り
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る
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の
だ
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も
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現
実
に
は
な
い
の

だ
が
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れ
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言
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ら
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こ
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で
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そ
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釈
は
、
収
拾
の
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な
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混
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に
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で
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う
）。
仮
に
そ
う
で
あ
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た
場
合
、
こ
の
二
条
件
に
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て
は
、「
牛
羊
」

と
「
雞
」
と
の
区
分
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
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こ
の
よ
う
に
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Ａ
）
の
可
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が
否
定
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な
い
限
り
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い
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え
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ば
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が
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）
の
い
ず
れ
で
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る
の
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が
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で
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る
限
り
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牛
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。

こ
れ
が
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以
て
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を
非
と
す
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こ
と
有
る
に
非
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る
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
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え
「『
馬
と
与
に
す
る
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と
『
雞
と
以
（
与
）

に
す
る
』
と
な
れ
ば
、
寧
ろ
馬
な
り
」
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
次
の
「
材
不
材
は
、其
れ
以
て
類
す
る
無
き
こ
と
審
ら
か
な
り
」
と
は
、ど
う
い
う
意
味
か
。「
材
」
は｢

羊｣
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牛
」
を
指
し
、「
不

材
」
は
「
雞
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を
指
す
よ
う
に
思
わ
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は
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か
し
そ
の
違
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が
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類
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と
は
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に
は
ど
の
よ
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な
事
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を
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し
た
も
の
な
の
か
。
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こ
で
、
以
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先
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お
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不
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の
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こ
の
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と
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て
の
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で
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不
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の
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の
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る
の
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之
不
同
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の
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」
と
は
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に
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は
あ
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に
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さ
れ
る
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で
あ
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似
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毛
、
…
有
羽
」
と
い
う
仕
方
で
条
件
の
提
示
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、

次
の
よ
う
な
四
項
の
選
択
肢
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。

（
Ａ
）
毛
が
有
り
、
か
つ
、
羽
が
有
る
（
こ
の
よ
う
な
生
物
が
「
現
実
」
に
存
在
し
う
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、
論
理
的
に
は
そ
の

可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）。

（
Ｂ
）
毛
が
有
り
、
羽
が
無
い
。

（
Ｃ
）
毛
が
無
く
、
羽
が
有
る
。

（
Ｄ
）
毛
が
無
く
、
か
つ
、
羽
が
無
い
。

足
の
数
に
関
し
て
も
、
ひ
と
ま
ず
形
式
的
に
は
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
な
く
は
な
い
。

（
Ｅ
）
足
が
「
五
」
で
あ
り
、
か
つ
、
足
が
「
三
」
で
あ
る
（
こ
れ
は
「
現
実
的
」
に
も
、「
論
理
的
」
に
も
あ
り
え
な
い
の
で
、
こ

の
条
件
を
充
た
す
個
体
は
存
在
し
な
い
（
空
集
合
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
、言
語
表
現
の
曖
昧
さ
を
利
用
し
て
、「
足
五
」

で
あ
る
も
の
は
「
足
三
」
で
も
あ
る
、「
五
」
が
「
三
」
を
含
む
と
す
れ
ば
、
な
ど
と
強
弁
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
）。

（
Ｆ
）
足
が
「
五
」
で
あ
り
、
足
が
「
三
」
で
は
な
い
。

（
Ｇ
）
足
が
「
五
」
で
は
な
く
、
足
が
「
三
」
で
あ
る
。

（
Ｈ
）
足
が
「
五
」
で
は
な
く
、
か
つ
、
足
が
「
三
」
で
も
な
い
。

「
五
」
と｢

三｣

は
、（
常
識
的
な
）「
四
」
と｢

二｣

に
置
き
換
え
て
も
、本
篇
の
文
脈
で
は
、大
し
た
問
題
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
と
も
か
く
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、「
馬
」
と
「
雞
」
と
の
差
異
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
。「
羊
牛
」
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な
お
「
材
」
に
つ
い
て
は
、「
材
、用
也
」（『
国
語
』
周
語
下
・
韋
昭
注
）、「
引
伸
之
義
凡
可
用
之
具
皆
曰
材
」（『
説
文
』
木
部
・
段
玉
裁
注
）

の
意
に
取
っ
た
上
で
、こ
の
文
脈
で
は「（
判
断
の
た
め
の
）材
料
」の
意
に
解
す
る
の
が
穏
当
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
材
、裁
也
」（『
国
語
』

鄭
語
「
材
兆
物
」
韋
昭
注
）
と
い
う
訓
も
あ
り
、「
羊
／
牛
」「
羊
牛
／
馬
」
の
よ
う
に
、二
項
対
立
的
に
「（
明
確
に
）
裁
断
さ
れ
る
も
の
」

と
、「
羊
牛
／
雞
」
の
よ
う
に
、「（
明
確
に
は
）
裁
断
さ
れ
な
い
も
の
」
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
材
」

相
互
の
間
で
あ
れ
ば
、「
類
」
の
区
分
は
明
確
に
成
立
し
う
る
が
、「
材
」
と
「
不
材
」
の
間
で
は
、「
類
」
の
区
分
は
、
疑
問
の
余
地
の

な
い
仕
方
で
は
成
立
し
え
な
い
。
そ
れ
が
「
無
以
類
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
類
之
不
同
」
と
「
無
以
類
」
と
の
相
違
も
明

ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
「
類
之
不
同
」
と
は
、「
種
類
が
異
な
る
」「
別
の
種
類
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
無
以
類
」

と
は
、
そ
も
そ
も
明
確
な
「
類
別
（
分
類
）
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

三

　
こ
こ
ま
で
の
Ｂ
の
主
張
を
、
Ａ
が
ど
う
受
け
止
め
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
お
そ
ら
く
、
相
手
の
主
張
を
完
全
に
拒
絶
し
た
わ
け
で

も
、
ま
た
完
全
に
理
解
で
き
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
Ａ
は
、
お
も
む
ろ
に
、
別
の
説
明
（
他
辯
）
を
要
求
す
る
。

（
Ａ
）
曰
、
他
辯
。

（
Ｂ
）
曰
、
青
以
白
非
黄
、
白
以
青
非
碧
。

（
Ａ
）
曰
、
何
哉
。

「『
青
、
白
と
以
（
与
）
に
し
て
、
黄
を
非
と
す
』
と
、『
白
、
青
と
以
（
与
）
に
し
て
、
碧
を
非
と
す
』
と
な
り
」
と
い
う
新
た
な
比
喩

が
こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
。「
青
」「
白
」
は
、
前
の
「
羊
」「
牛
」
に
対
応
す
る
も
の
で
、「
黄
」
は
「
馬
」、「
碧
」
は
「
雞
」
に
、
そ
れ
ぞ

れ
対
応
す
る
。
と
も
か
く
論
の
展
開
を
見
よ
う
。

（
Ｂ
）
曰
、
青
白
不
相
与
而
相
与
、
反
対
也
。
不
相
鄰
而
相
鄰
、
不
害
其
方
也
。
不
害
其
方
者
、
反
而
対
、
各
当
其
所
、
若
左
右
不
驪
。

故
一
於
青
不
可
、
一
於
白
不
可
。
悪
乎
其
有
黄
矣
哉
。
黄
其
正
矣
。
是
正
挙
也
。
其
有
君
臣
之
於
国
焉
、
故
強
寿
矣
。
而
且
青
驪

乎
白
、而
白
不
勝
也
。
白
足
之
勝
矣
而
不
勝
。
是
木
賊
金
也
。
木
賊
金
者
碧
。
碧
則
非
正
挙
矣
。
青
白
［
不
相
与
而
相
与
］
不
相
勝
、
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る
「
種
類
」
を
指
す
も
の
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
羊
と
牛
と
は
、角
が
有
る
と
い
う
点
で
は
類
似
し
て
い
る
（
同
じ
で
あ
る
）

が
、
種
類
は
同
じ
で
は
な
い
」
と
い
う
解
釈
が
、
ひ
と
ま
ず
成
立
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
「
類
之
不
同
」
と
い
う
表
現
は
、も
う
一
箇
所
（
こ
れ
も
考
察
を
先
送
り
し
た
部
分
）
に
も
見
ら
れ
る
の
だ
が
、そ
こ
で
は
「
羊

牛
／
馬
」
に
つ
い
て
の
言
明
に
な
っ
て
い
る
。「
是
而
羊
而
牛
非
馬
、
可
也
」
と
あ
る
の
を
承
け
て
、「
挙
ぐ
る
に
是
れ
を
以
て
す
る
が
若

き
も
」（
つ
ま
り
「
羊
牛
／
馬
」
を
「
挙
」
げ
る
の
も
）「
猶
お
類
の
不
同
」
で
あ
る
と
、
Ｂ
は
述
べ
て
い
る
。
で
は
、
こ
ち
ら
の
（「
羊

牛
／
馬
」
の
）「
類
之
不
同
」
と
、
前
の
（「
羊
／
牛
」
の
）「
類
之
不
同
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。「
羊
牛
」
と
「
馬
」

と
は
、「
角
」「
尾
」
の
有
無
に
よ
っ
て
明
確
に
区
別
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
後
の
箇
所
の
論
旨
な
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
「
類
之
不
同
」
と

さ
れ
る
の
は
、「
羊
／
牛
」
で
は
な
く
、「
羊
牛
／
馬
」
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
す
る
と
、前
は
「
不
同
」
の
「
類
」
と
さ
れ
た
「
羊
」「
牛
」
が
、

こ
こ
で
は
「
同
」「
類
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
見
、混
乱
を
来
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、そ
う
で
は
な
い
。
前
と
後
と
で
は
、

類
別
の
条
件
の
与
え
ら
れ
方
が
異
な
る
の
だ
か
ら
、
分
類
の
結
果
も
、
当
然
異
な
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
前
後
で
「
類
」
の
分
け
方
は

異
な
る
が
、
分
類
の
原
則
そ
の
も
の
（
あ
る
器
官
の
有
無
と
い
う
明
確
な
二
項
対
立
に
よ
る
）
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
こ
ち
ら
の
例
の
挙

げ
方
も
「
や
は
り
類
の
不
同
な
の
だ
（
猶
類
之
不
同
）」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
「
類
之
不
同
」
的
な
類
別
の
基
準
を
、「
Ａ
に
は
α
が
有
る
が
、Ｂ
に
は
α
が
無
い
」
と
い
う
よ
う
に
定
式
化
す
る
な
ら
ば
、こ
の
「
α

の
有
無
に
つ
い
て
の
言
明
」
を
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
「
材
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
「
不
材
」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
馬
」
も
「
材
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
α
の
「
有
／
無
」
そ
の
も
の
を
「
材
／
不
材
」

と
す
る
の
は
、ご
く
自
然
な
解
釈
で
は
あ
ろ
う
が
、そ
れ
は
結
局
、解
決
不
能
な
困
難
に
導
く
も
の
で
あ
る
）。「
牛
羊
／
雞
」
に
お
い
て
は
、

「
牛
羊
有
毛
」と
言
明
さ
れ
て
お
り（
こ
れ
を
分
析
す
れ
ば「
牛
有
毛
」「
羊
有
毛
」と
い
う
二
つ
の
言
明
に
な
る
）、「
牛
」と「
羊
」と
は
、「
毛
」

の
有
無
へ
の
言
明
を
共
有
し
て
い
る
の
で
「
材
」
で
あ
る
が
、「
雞
」
に
つ
い
て
は
「
有
羽
」
と
い
う
だ
け
で
「
毛
」
の
有
無
に
つ
い
て

の
言
明
が
提
示
さ
れ
な
い
の
で
、「
不
材
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
説
明
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
材
」
で
あ
る
か
「
不
材
」

で
あ
る
か
は
、
あ
る
単
独
の
も
の
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
複
数
の
も
の
に
つ
い
て
の
言
明
の
相
互
関
係
に
お
い
て
は
じ
め
て

判
断
可
能
と
な
る
、
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
事
柄
な
の
で
あ
る
。
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」
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の
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ば
、「
類
」
の
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分
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に
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う
る
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」
と
「
不
材
」
の
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で
は
、「
類
」
の
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分
は
、
疑
問
の
余
地
の

な
い
仕
方
で
は
成
立
し
え
な
い
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そ
れ
が
「
無
以
類
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
類
之
不
同
」
と
「
無
以
類
」
と
の
相
違
も
明

ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
「
類
之
不
同
」
と
は
、「
種
類
が
異
な
る
」「
別
の
種
類
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
無
以
類
」

と
は
、
そ
も
そ
も
明
確
な
「
類
別
（
分
類
）
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

三

　
こ
こ
ま
で
の
Ｂ
の
主
張
を
、
Ａ
が
ど
う
受
け
止
め
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
お
そ
ら
く
、
相
手
の
主
張
を
完
全
に
拒
絶
し
た
わ
け
で

も
、
ま
た
完
全
に
理
解
で
き
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
Ａ
は
、
お
も
む
ろ
に
、
別
の
説
明
（
他
辯
）
を
要
求
す
る
。

（
Ａ
）
曰
、
他
辯
。

（
Ｂ
）
曰
、
青
以
白
非
黄
、
白
以
青
非
碧
。

（
Ａ
）
曰
、
何
哉
。

「『
青
、
白
と
以
（
与
）
に
し
て
、
黄
を
非
と
す
』
と
、『
白
、
青
と
以
（
与
）
に
し
て
、
碧
を
非
と
す
』
と
な
り
」
と
い
う
新
た
な
比
喩

が
こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
。「
青
」「
白
」
は
、
前
の
「
羊
」「
牛
」
に
対
応
す
る
も
の
で
、「
黄
」
は
「
馬
」、「
碧
」
は
「
雞
」
に
、
そ
れ
ぞ

れ
対
応
す
る
。
と
も
か
く
論
の
展
開
を
見
よ
う
。

（
Ｂ
）
曰
、
青
白
不
相
与
而
相
与
、
反
対
也
。
不
相
鄰
而
相
鄰
、
不
害
其
方
也
。
不
害
其
方
者
、
反
而
対
、
各
当
其
所
、
若
左
右
不
驪
。

故
一
於
青
不
可
、
一
於
白
不
可
。
悪
乎
其
有
黄
矣
哉
。
黄
其
正
矣
。
是
正
挙
也
。
其
有
君
臣
之
於
国
焉
、
故
強
寿
矣
。
而
且
青
驪

乎
白
、而
白
不
勝
也
。
白
足
之
勝
矣
而
不
勝
。
是
木
賊
金
也
。
木
賊
金
者
碧
。
碧
則
非
正
挙
矣
。
青
白
［
不
相
与
而
相
与
］
不
相
勝
、
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「
種
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」
を
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す
も
の
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
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こ
う
し
て
「
羊
と
牛
と
は
、角
が
有
る
と
い
う
点
で
は
類
似
し
て
い
る
（
同
じ
で
あ
る
）

が
、
種
類
は
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じ
で
は
な
い
」
と
い
う
解
釈
が
、
ひ
と
ま
ず
成
立
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
「
類
之
不
同
」
と
い
う
表
現
は
、も
う
一
箇
所
（
こ
れ
も
考
察
を
先
送
り
し
た
部
分
）
に
も
見
ら
れ
る
の
だ
が
、そ
こ
で
は
「
羊

牛
／
馬
」
に
つ
い
て
の
言
明
に
な
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て
い
る
。「
是
而
羊
而
牛
非
馬
、
可
也
」
と
あ
る
の
を
承
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て
、「
挙
ぐ
る
に
是
れ
を
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て
す
る
が
若

き
も
」（
つ
ま
り
「
羊
牛
／
馬
」
を
「
挙
」
げ
る
の
も
）「
猶
お
類
の
不
同
」
で
あ
る
と
、
Ｂ
は
述
べ
て
い
る
。
で
は
、
こ
ち
ら
の
（「
羊

牛
／
馬
」
の
）「
類
之
不
同
」
と
、
前
の
（「
羊
／
牛
」
の
）「
類
之
不
同
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。「
羊
牛
」
と
「
馬
」

と
は
、「
角
」「
尾
」
の
有
無
に
よ
っ
て
明
確
に
区
別
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
後
の
箇
所
の
論
旨
な
の
だ
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ら
、
こ
こ
で
「
類
之
不
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と
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る
の
は
、「
羊
／
牛
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で
は
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、「
羊
牛
／
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か
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え
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る
と
、前
は
「
不
同
」
の
「
類
」
と
さ
れ
た
「
羊
」「
牛
」
が
、

こ
こ
で
は
「
同
」「
類
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
見
、混
乱
を
来
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、そ
う
で
は
な
い
。
前
と
後
と
で
は
、

類
別
の
条
件
の
与
え
ら
れ
方
が
異
な
る
の
だ
か
ら
、
分
類
の
結
果
も
、
当
然
異
な
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
前
後
で
「
類
」
の
分
け
方
は

異
な
る
が
、
分
類
の
原
則
そ
の
も
の
（
あ
る
器
官
の
有
無
と
い
う
明
確
な
二
項
対
立
に
よ
る
）
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
こ
ち
ら
の
例
の
挙

げ
方
も
「
や
は
り
類
の
不
同
な
の
だ
（
猶
類
之
不
同
）」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
「
類
之
不
同
」
的
な
類
別
の
基
準
を
、「
Ａ
に
は
α
が
有
る
が
、Ｂ
に
は
α
が
無
い
」
と
い
う
よ
う
に
定
式
化
す
る
な
ら
ば
、こ
の
「
α

の
有
無
に
つ
い
て
の
言
明
」
を
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
「
材
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
「
不
材
」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
馬
」
も
「
材
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
α
の
「
有
／
無
」
そ
の
も
の
を
「
材
／
不
材
」

と
す
る
の
は
、ご
く
自
然
な
解
釈
で
は
あ
ろ
う
が
、そ
れ
は
結
局
、解
決
不
能
な
困
難
に
導
く
も
の
で
あ
る
）。「
牛
羊
／
雞
」
に
お
い
て
は
、

「
牛
羊
有
毛
」と
言
明
さ
れ
て
お
り（
こ
れ
を
分
析
す
れ
ば「
牛
有
毛
」「
羊
有
毛
」と
い
う
二
つ
の
言
明
に
な
る
）、「
牛
」と「
羊
」と
は
、「
毛
」

の
有
無
へ
の
言
明
を
共
有
し
て
い
る
の
で
「
材
」
で
あ
る
が
、「
雞
」
に
つ
い
て
は
「
有
羽
」
と
い
う
だ
け
で
「
毛
」
の
有
無
に
つ
い
て

の
言
明
が
提
示
さ
れ
な
い
の
で
、「
不
材
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
説
明
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
材
」
で
あ
る
か
「
不
材
」

で
あ
る
か
は
、
あ
る
単
独
の
も
の
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
複
数
の
も
の
に
つ
い
て
の
言
明
の
相
互
関
係
に
お
い
て
は
じ
め
て

判
断
可
能
と
な
る
、
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
事
柄
な
の
で
あ
る
。
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を
な
し
て
い
る
、（
そ
れ
は
両
者
が
）
背
反
し
、
融
合
を
拒
否
し
つ
つ
も
、
配
偶
（
ペ
ア
）
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
ま
た

両
者
は
）
親
密
な
関
係
に
こ
そ
な
い
も
の
の
、（
一
グ
ル
ー
プ
の
成
員
と
し
て
は
）
隣
接
し
て
い
る
よ
う
な
関
係
に
も
あ
る
、（
そ
れ
は
両

者
が
）
相
手
の
領
域
を
互
い
に
侵
害
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
手
の
領
域
を
侵
害
し
て
い
な
い
と
は
、
両
者
が
背
反
し
合
い

な
が
ら
も
、
ペ
ア
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
安
住
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、（
そ
れ
は
）「
左
」
と
「
右
」
と
が
（
相
互
に

切
り
離
さ
れ
え
な
い
「
対
」
で
あ
り
な
が
ら
、
決
し
て
）
附
着
し
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
―
と
い
う
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
「
青
」「
白
」
の
非
融
合
的
結
合
が
堅
固
な
も
の
で
あ
る
以
上
、集
合
「
青
白
」
の
中
で
は
、「
青
」
だ
け
を
取
り
分
け
て
「
一
」

と
す
る
こ
と
も
、「
白
」
だ
け
を
取
り
分
け
て
「
一
」
と
す
る
こ
と
も
、
共
に
「
不
可
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
故
に
青
を
一
と
す
る
も
不

可
な
り
、
白
を
一
と
す
る
も
不
可
な
り
）。「
青
白
」
の
中
の
「
青
」「
白
」
を
「
一
」
と
す
る
こ
と
さ
え
「
不
可
」
な
の
だ
か
ら
、「
青
白
」

の
中
に
最
初
か
ら
含
ま
れ
て
い
な
い
「
黄
」
―
そ
れ
は
「
青
白
」
か
ら
見
る
と
「
は
ぐ
れ
者
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
隻
」
で
あ
り
、「
一
」

で
も
あ
る
―
が
、ど
う
し
て
そ
の
中
に
存
在
（
混
入
）
し
え
よ
う
か
（
悪
く
ん
ぞ
其
れ
黄
有
ら
ん
や
）。
こ
れ
は
、「
青
白
」
か
ら
「
黄
」
が
、

疑
問
の
余
地
な
く
排
除
さ
れ
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
文
は
続
け
て
「
黄
は
其
の
正
な
り
。
是
れ
正
挙
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
「
黄
」
は
、「
其
の
正
」
で
あ
り
、「
正
挙
」
な
の
か
。

こ
れ
は
前
段
で「
羊
牛
／
馬
」に
つ
い
て
見
た
の
と
全
く
同
様
で
あ
る
。「
黄
」は
、「
青
白
」か
ら
疑
問
の
余
地
な
く
排
除
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、

「
正
挙
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
其
れ
有
（
猶
）
お
君
臣
の
国
に
於
け
る
が
ご
と
く
、
故
よ
り
強
に
し
て
寿
な
り
」
と
、
比
喩
的

に
も
表
現
さ
れ
、「
黄
」（
単
数
）
が
「
君
」、「
青
白
」（
複
数
）
が
「
臣
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
擬
え
ら
れ
る
。「
黄
」
と
「
青
白
」
と
の
区
分

が
厳
格
か
つ
明
白
で
あ
る
こ
と
を
「
君
臣
の
分
」
に
見
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
し
か
し
、
Ｂ
の
主
張
に
、
イ
メ
ー
ジ
面
で
の
力
強

さ
を
添
え
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
過
ぎ
ず
、
こ
こ
で
君
臣
論
や
政
治
論
の
類
が
真
面
目
に
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
な
お
こ
こ
で
は
、
な
ぜ
「
黄
」
が
「
青
白
」
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
根
拠
は
述
べ
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
集
合
成
立
の
条
件
が
示

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
実
は
「
青
」
と
「
白
」
と
を
結
合
さ
せ
、「
黄
」
を
排
除
す
る
「
理
由
」
は
、
も
は
や
こ
こ
で
は
必
要
な

い
の
で
あ
る
。
比
喩
の
提
示
者
で
あ
る
Ｂ
が
、任
意
に
そ
れ
を
選
択
し
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
仮
に
「
黄
」
と
「
白
」
と
を
結
合
さ
せ
、「
青
」

を
排
除
し
て
い
た
と
し
て
も
、論
の
進
行
上
、何
ら
問
題
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、「
碧
」と
い
う
混
色
を
持
ち
出
す
た
め
に
は
、
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則
両
明
也
。
争
而
明
、其
色
碧
也
。
与
其
碧
、寧
黄
。
黄
其
馬
也
。
其
与
類
乎
。
碧
其
雞
也
。
其
与
暴
乎
。
暴
則
君
臣
争
而
両
明
也
。

両
明
者
昏
不
明
。
非
正
挙
也
。
非
正
挙
者
、
名
実
無
当
、
驪
色
章
焉
。
故
曰
両
明
也
。
両
明
而
道
喪
、
其
無
有
以
正
焉
。

「
青
白
は
相
与
せ
ず
し
て
相
与
す
、
反
対
す
る
な
り
。
相
鄰
せ
ず
し
て
相
鄰
す
、
其
の
方
を
害
せ
ざ
る
な
り
。
其
の
方
を
害
せ
ず
と
は
、

反
し
て
対
し
、各
〻
其
の
所
に
当
る
こ
と
、左
右
の
驪
（
附
）
か
ざ
る
が
若
き
な
り
」
と
、ま
ず
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
不
相
与
而
相
与
」「
不

相
鄰
而
相
鄰
」
と
い
う
、明
白
に
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
な
表
現
が
目
を
引
く
が
、こ
れ
ら
は
「
与
」「
鄰
」
の
多
義
性
を
利
用
し
た
レ
ト
リ
ッ

ク
に
過
ぎ
な
い
。『
説
文
』
に
は
「
与
、党
与
也
」
と
あ
り
、こ
れ
は
「
仲
間
（
と
な
る
）」
の
意
で
あ
ろ
う
が
、『
経
典
釈
文
』
に
引
く
『
易

経
』
咸
卦
・
彖
伝
「
相
与
」
の
鄭
玄
注
に
「
与
猶
親
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
親
し
む
」
と
い
う
意
味
も
持
つ
。
ま
た
『
説
文
』
に
「
鄰
、

五
家
為
鄰
」
と
あ
る
が
、段
玉
裁
の
注
に
「
引
伸
為
凡
親
密
之
称
」
と
あ
る
よ
う
に
、こ
ち
ら
に
も
「
親
密
」
の
意
味
が
あ
る
。
Ｂ
は
、「
不

相
与
」「
不
相
鄰
」
で
は
、
親
密
融
和
の
意
味
を
否
定
し
、「
相
与
」「
相
鄰
」
で
は
、（「
五
家
」
の
よ
う
な
）
複
数
の
存
在
が
一
つ
の
「
党

与
（
グ
ル
ー
プ
・
集
合
）」
と
し
て
統
合
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
の
み
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　「
青
」「
白
」の
親
和
融
合
が
な
い
ま
ま
の（
相
互
の「
対
立
」を
維
持
し
た
ま
ま
の
）集
合「
青
白
」の
成
立
と
い
う
事
態
は
、「
反
対
」「
反

而
対
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。『
説
文
』
に
は
「
反
、
覆
也
」
と
あ
る
が
、
同
書
に
は
「
倍
、
反
也
」
と
も
あ
り
、『
読
書
雑
志
』
七
に

引
く
王
引
之
の
説
に
「
倍
与
背
同
」、『
黄
帝
内
経
素
問
』
六
節
蔵
象
論
の
王
冰
注
に
「
反
、謂
反
背
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
こ
で
の
「
反
」

は
「
背
を
向
け
る
」「
そ
っ
ぽ
を
向
く
」
の
意
に
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
方
「
対
」
に
は
、「
対
…
…
、
嚮
也
」「
対
、
配
也
」（

（（
（

な
ど

の
訓
が
あ
り
、「
向
き
合
う
」「
ペ
ア
に
な
る
」
の
意
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
「
反
対
」「
反
而
対
」
は
、
互
い
に
背
を
向
け
合

い
（
背
き
合
い
）、
親
和
融
合
を
拒
否
し
な
が
ら
も
、「
配
偶
（
ペ
ア
）」
と
し
て
は
結
合
さ
れ
て
い
る
、
と
の
意
に
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。「
不
相
与
」「
不
相
鄰
」
と
「
反
」、「
相
与
」「
相
鄰
」
と
「
対
」
と
が
、そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
表
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
不
害
其
方
」
の
「
方
」
に
は
「
所
在
之
方
」「
区
域
」（

（（
（

と
い
う
訓
が
あ
り
、「
各
当
其
所
」
の
「
所
」
と
、
ほ
ぼ
同
義
で
あ
ろ
う
（「
方
向
」

の
意
で
は
な
い
）。「
若
左
右
不
驪
」
の
「
驪
」
は
、後
の
「
青
驪
乎
白
」
の
「
驪
」
と
同
義
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
麗
」
の
通
仮
字
と
見
て
、

「
麗
、
附
也
」「
麗
、
著
也
」（

（（
（

の
意
に
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
こ
の
箇
所
は
―
「
青
」
と
「
白
」
と
は
、
互
い
に
親
和
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、（
一
つ
の
）「
党
与
（
グ
ル
ー
プ
）」
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を
な
し
て
い
る
、（
そ
れ
は
両
者
が
）
背
反
し
、
融
合
を
拒
否
し
つ
つ
も
、
配
偶
（
ペ
ア
）
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
ま
た

両
者
は
）
親
密
な
関
係
に
こ
そ
な
い
も
の
の
、（
一
グ
ル
ー
プ
の
成
員
と
し
て
は
）
隣
接
し
て
い
る
よ
う
な
関
係
に
も
あ
る
、（
そ
れ
は
両

者
が
）
相
手
の
領
域
を
互
い
に
侵
害
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
手
の
領
域
を
侵
害
し
て
い
な
い
と
は
、
両
者
が
背
反
し
合
い

な
が
ら
も
、
ペ
ア
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
安
住
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、（
そ
れ
は
）「
左
」
と
「
右
」
と
が
（
相
互
に

切
り
離
さ
れ
え
な
い
「
対
」
で
あ
り
な
が
ら
、
決
し
て
）
附
着
し
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
―
と
い
う
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
「
青
」「
白
」
の
非
融
合
的
結
合
が
堅
固
な
も
の
で
あ
る
以
上
、集
合
「
青
白
」
の
中
で
は
、「
青
」
だ
け
を
取
り
分
け
て
「
一
」

と
す
る
こ
と
も
、「
白
」
だ
け
を
取
り
分
け
て
「
一
」
と
す
る
こ
と
も
、
共
に
「
不
可
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
故
に
青
を
一
と
す
る
も
不

可
な
り
、
白
を
一
と
す
る
も
不
可
な
り
）。「
青
白
」
の
中
の
「
青
」「
白
」
を
「
一
」
と
す
る
こ
と
さ
え
「
不
可
」
な
の
だ
か
ら
、「
青
白
」

の
中
に
最
初
か
ら
含
ま
れ
て
い
な
い
「
黄
」
―
そ
れ
は
「
青
白
」
か
ら
見
る
と
「
は
ぐ
れ
者
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
隻
」
で
あ
り
、「
一
」

で
も
あ
る
―
が
、ど
う
し
て
そ
の
中
に
存
在
（
混
入
）
し
え
よ
う
か
（
悪
く
ん
ぞ
其
れ
黄
有
ら
ん
や
）。
こ
れ
は
、「
青
白
」
か
ら
「
黄
」
が
、

疑
問
の
余
地
な
く
排
除
さ
れ
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
文
は
続
け
て
「
黄
は
其
の
正
な
り
。
是
れ
正
挙
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
「
黄
」
は
、「
其
の
正
」
で
あ
り
、「
正
挙
」
な
の
か
。

こ
れ
は
前
段
で「
羊
牛
／
馬
」に
つ
い
て
見
た
の
と
全
く
同
様
で
あ
る
。「
黄
」は
、「
青
白
」か
ら
疑
問
の
余
地
な
く
排
除
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、

「
正
挙
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
其
れ
有
（
猶
）
お
君
臣
の
国
に
於
け
る
が
ご
と
く
、
故
よ
り
強
に
し
て
寿
な
り
」
と
、
比
喩
的

に
も
表
現
さ
れ
、「
黄
」（
単
数
）
が
「
君
」、「
青
白
」（
複
数
）
が
「
臣
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
擬
え
ら
れ
る
。「
黄
」
と
「
青
白
」
と
の
区
分

が
厳
格
か
つ
明
白
で
あ
る
こ
と
を
「
君
臣
の
分
」
に
見
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
し
か
し
、
Ｂ
の
主
張
に
、
イ
メ
ー
ジ
面
で
の
力
強

さ
を
添
え
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
過
ぎ
ず
、
こ
こ
で
君
臣
論
や
政
治
論
の
類
が
真
面
目
に
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
な
お
こ
こ
で
は
、
な
ぜ
「
黄
」
が
「
青
白
」
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
根
拠
は
述
べ
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
集
合
成
立
の
条
件
が
示

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
実
は
「
青
」
と
「
白
」
と
を
結
合
さ
せ
、「
黄
」
を
排
除
す
る
「
理
由
」
は
、
も
は
や
こ
こ
で
は
必
要
な

い
の
で
あ
る
。
比
喩
の
提
示
者
で
あ
る
Ｂ
が
、任
意
に
そ
れ
を
選
択
し
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
仮
に
「
黄
」
と
「
白
」
と
を
結
合
さ
せ
、「
青
」

を
排
除
し
て
い
た
と
し
て
も
、論
の
進
行
上
、何
ら
問
題
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、「
碧
」と
い
う
混
色
を
持
ち
出
す
た
め
に
は
、
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則
両
明
也
。
争
而
明
、其
色
碧
也
。
与
其
碧
、寧
黄
。
黄
其
馬
也
。
其
与
類
乎
。
碧
其
雞
也
。
其
与
暴
乎
。
暴
則
君
臣
争
而
両
明
也
。

両
明
者
昏
不
明
。
非
正
挙
也
。
非
正
挙
者
、
名
実
無
当
、
驪
色
章
焉
。
故
曰
両
明
也
。
両
明
而
道
喪
、
其
無
有
以
正
焉
。

「
青
白
は
相
与
せ
ず
し
て
相
与
す
、
反
対
す
る
な
り
。
相
鄰
せ
ず
し
て
相
鄰
す
、
其
の
方
を
害
せ
ざ
る
な
り
。
其
の
方
を
害
せ
ず
と
は
、

反
し
て
対
し
、各
〻
其
の
所
に
当
る
こ
と
、左
右
の
驪
（
附
）
か
ざ
る
が
若
き
な
り
」
と
、ま
ず
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
不
相
与
而
相
与
」「
不

相
鄰
而
相
鄰
」
と
い
う
、明
白
に
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
な
表
現
が
目
を
引
く
が
、こ
れ
ら
は
「
与
」「
鄰
」
の
多
義
性
を
利
用
し
た
レ
ト
リ
ッ

ク
に
過
ぎ
な
い
。『
説
文
』
に
は
「
与
、党
与
也
」
と
あ
り
、こ
れ
は
「
仲
間
（
と
な
る
）」
の
意
で
あ
ろ
う
が
、『
経
典
釈
文
』
に
引
く
『
易

経
』
咸
卦
・
彖
伝
「
相
与
」
の
鄭
玄
注
に
「
与
猶
親
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
親
し
む
」
と
い
う
意
味
も
持
つ
。
ま
た
『
説
文
』
に
「
鄰
、

五
家
為
鄰
」
と
あ
る
が
、段
玉
裁
の
注
に
「
引
伸
為
凡
親
密
之
称
」
と
あ
る
よ
う
に
、こ
ち
ら
に
も
「
親
密
」
の
意
味
が
あ
る
。
Ｂ
は
、「
不

相
与
」「
不
相
鄰
」
で
は
、
親
密
融
和
の
意
味
を
否
定
し
、「
相
与
」「
相
鄰
」
で
は
、（「
五
家
」
の
よ
う
な
）
複
数
の
存
在
が
一
つ
の
「
党

与
（
グ
ル
ー
プ
・
集
合
）」
と
し
て
統
合
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
の
み
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　「
青
」「
白
」の
親
和
融
合
が
な
い
ま
ま
の（
相
互
の「
対
立
」を
維
持
し
た
ま
ま
の
）集
合「
青
白
」の
成
立
と
い
う
事
態
は
、「
反
対
」「
反

而
対
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。『
説
文
』
に
は
「
反
、
覆
也
」
と
あ
る
が
、
同
書
に
は
「
倍
、
反
也
」
と
も
あ
り
、『
読
書
雑
志
』
七
に

引
く
王
引
之
の
説
に
「
倍
与
背
同
」、『
黄
帝
内
経
素
問
』
六
節
蔵
象
論
の
王
冰
注
に
「
反
、謂
反
背
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
こ
で
の
「
反
」

は
「
背
を
向
け
る
」「
そ
っ
ぽ
を
向
く
」
の
意
に
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
方
「
対
」
に
は
、「
対
…
…
、
嚮
也
」「
対
、
配
也
」（

（（
（

な
ど

の
訓
が
あ
り
、「
向
き
合
う
」「
ペ
ア
に
な
る
」
の
意
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
「
反
対
」「
反
而
対
」
は
、
互
い
に
背
を
向
け
合

い
（
背
き
合
い
）、
親
和
融
合
を
拒
否
し
な
が
ら
も
、「
配
偶
（
ペ
ア
）」
と
し
て
は
結
合
さ
れ
て
い
る
、
と
の
意
に
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。「
不
相
与
」「
不
相
鄰
」
と
「
反
」、「
相
与
」「
相
鄰
」
と
「
対
」
と
が
、そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
表
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
不
害
其
方
」
の
「
方
」
に
は
「
所
在
之
方
」「
区
域
」（

（（
（

と
い
う
訓
が
あ
り
、「
各
当
其
所
」
の
「
所
」
と
、
ほ
ぼ
同
義
で
あ
ろ
う
（「
方
向
」

の
意
で
は
な
い
）。「
若
左
右
不
驪
」
の
「
驪
」
は
、後
の
「
青
驪
乎
白
」
の
「
驪
」
と
同
義
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
麗
」
の
通
仮
字
と
見
て
、

「
麗
、
附
也
」「
麗
、
著
也
」（

（（
（

の
意
に
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
こ
の
箇
所
は
―
「
青
」
と
「
白
」
と
は
、
互
い
に
親
和
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、（
一
つ
の
）「
党
与
（
グ
ル
ー
プ
）」

— 14 —— 15 —
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喪
わ
る
れ
ば
、
其
れ
以
て
正
す
こ
と
有
る
無
し
。」

　「
碧
」
の
中
で
は
、「
青
」
と
「
白
」
と
が
、「
両
明
」
も
し
く
は
「
争
而
明
」
な
ら
ん
と
す
る
状
態
に
あ
る
。「
両
明
」
で
あ
る
な
ら
ば
「
昏

不
明
」
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
。「
君
臣
争
い
て
」
云
々
と
い
う
の
は
、「
青
白
／
黄
」
が
、「
其
有
君
臣
之
於
国
焉
、
故
強
寿
矣
」
と
言
わ

れ
て
い
た
の
と
対
照
を
な
す
が
、
こ
こ
に
十
分
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。「
明
」「
両
明
」
と
は
、
も
と
色
彩
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、「
君
臣
」
の
比
喩
（
特
に
「
昏
不
明
」）
と
の
関
連
で
は
、「
聡
明
」
の
意
を
も
兼
ね
て
い
る
よ
う
だ
。「
正
挙
」
と
い
う
語
も
、

こ
れ
ま
で
の
延
長
上
で
は
「
正
し
い
例
（
比
喩
）
の
挙
げ
方
」
の
意
に
な
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「（
政
治
道
義
的
に
）
正

し
い
行
為
」
の
意
を
も
兼
ね
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（

（（
（

「
暴
」「
名
実
無
当
」「
両
明
而
道
喪
、
其
無
有
以
正
焉
」
と
い
う
の
は
、「
国
」

の
深
刻
な
ア
ナ
ー
キ
ー
状
態
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
り
、
前
の
「
強
寿
」
と
い
う
描
写
と
、
や
は
り
対
照
を
な
す
も
の
で
あ
る
。「
驪
色
」

は
、「
若
左
右
不
驪
」
の
旧
注
が
「
驪
、
色
之
雑
者
也
」
と
す
る
の
に
従
い
、
ひ
と
ま
ず
「
混
色
」
の
意
に
解
し
て
お
く
。（

（（
（

　
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、政
治
的
色
彩
を
帯
び
た
比
喩
の
部
分
で
は
な
い
。「
青
白
／
碧
」
に
お
い
て
は
、「
青
白
」
か
ら
「
碧
」
を
、

疑
問
の
余
地
な
く
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
「
羊
牛
／
雞
」
と
同
様
で
あ
る
（
碧
は
其
れ
雞
な
り
）。
一
方
、「
青
白
／
黄
」

で
は
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
、「
牛
羊
／
馬
」
と
同
様
で
あ
る
（
黄
は
其
れ
馬
な
り
）。
こ
の
二
例
（「
牛
羊
／
馬
」、「
青
白
／
黄
」）

に
お
い
て
は
、
類
別
区
分
が
明
確
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（「
其
れ
与
に
類
す
る
か
な
」
の
「
類
」
は
、
こ
れ
が
直
接
に
は
「
黄
」「
馬
」
に

つ
い
て
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
類
別
区
分
の
意
味
で
あ
っ
て
、
類
似
・
類
同
の
意
味
で
は
あ
り
え
な
い
）。
な
ら
ば
、「
青
白
／
碧
」

よ
り
も
「
青
白
／
黄
」
の
方
が
、
比
喩
と
し
て
は
よ
り
優
れ
る
（
其
れ
碧
よ
り
は
、
寧
ろ
黄
な
り
）
と
さ
れ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
一
体
、
何
の
比
喩
と
し
て
な
の
か
。

　
こ
こ
で
よ
う
や
く
、今
ま
で
先
送
り
し
て
き
た
問
題
に
解
答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
馬
」「
雞
」「
黄
」「
碧
」
―
こ
れ
ら
は
一
体
、

何
を
喩
え
た
も
の
な
の
か
。
し
か
し
、「
羊
牛
」「
青
白
」
が
（「
左
右
」
同
様
）「
二
」
を
喩
え
た
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、
こ
の
答
え
も
実

は
明
ら
か
だ
っ
た
は
ず
だ
。「
馬
」「
雞
」「
黄
」「
碧
」
の
四
者
は
、
い
ず
れ
も
「
一
」
を
喩
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
四
者

全
て
が
同
じ
意
味
で
そ
う
な
の
で
は
な
い
。「
馬
」「
黄
」
は
、
正
し
く
捉
え
ら
れ
た
「
二
」
と
「
一
」
の
関
係
に
お
け
る
「
一
」
を
喩
え

た
も
の
で
あ
り
、「
雞
」「
碧
」
は
、
誤
っ
て
捉
え
ら
れ
た
「
二
」
と
「
一
」
の
関
係
に
お
け
る
「
一
」
を
喩
え
た
も
の
な
の
だ
。
前
の
二
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「
青
」
と
「
白
」
と
を
結
合
さ
せ
た
方
が
、
都
合
が
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
以
上
の
意
味
や
理
由
は
な
い
と
考
え
て
よ
い
。

　
で
は
、
そ
の
「
碧
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
色
な
の
か
。
こ
れ
は
「
青
」
と
「
白
」
と
が
「
驪
（
附
）」
く
と
い
う
、（
Ｂ
の
立
場
か
ら
は
）

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
態
の
結
果
、
生
ま
れ
た
混
色
で
あ
る
。「
而
る
に
且
（
若
）
し
青
、
白
に
驪
（
附
）
け
ば
、
白
、
勝
た
ざ
る
な
り
。

白
、
之
に
勝
つ
に
足
る
も
、
而
も
勝
た
ざ
る
な
り
。
是
れ
木
、
金
を
賊
す
る
な
り
。
木
、
金
を
賊
す
る
は
、
碧
な
り
。
碧
は
則
ち
正
挙
に

非
ざ
る
な
り
。」
こ
こ
で
は
「
青
」「
白
」
が
附
着
す
る
事
態
が
仮
想
さ
れ
た
上
で
、そ
う
な
れ
ば
「
白
」
は
「
青
」
に
「
勝
つ
に
足
る
も
、

而
も
勝
た
ざ
る
な
り
」
と
さ
れ
る
。
二
色
が
混
色
し
た
場
合
、「
白
」
は
「
青
」
に
完
全
に
呑
み
込
ま
れ
る
ほ
ど
弱
く
は
な
い
が
、「
青
」

を
完
全
に
呑
み
込
む
ほ
ど
強
く
も
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。「
碧
」
は
、「
青
」
そ
の
も
の
や
「
白
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、

こ
の
二
色
か
ら
区
別
さ
れ
る
よ
う
で
も
あ
る
が
（「
青
」「
白
」
は
正
色
、「
碧
」
は
間
色
と
さ
れ
る
）、
そ
の
中
で
は
、「
青
」「
白
」
の
二

色
が
（
後
文
の
表
現
で
は
）「
争
い
て
明
」
な
ら
ん
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
碧
」
の
中
で
は
、「
青
」
と
「
白
」
の
二
色
が
、主
導
権
を
巡
っ

て
「
争
」
い
続
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
な
る
と
、「
碧
」
が
他
の
二
色
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
た
「
自
己
同
一
性
」
を
主
張
し
う
る

の
か
ど
う
か
、は
な
は
だ
怪
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
て
「
碧
は
則
ち
正
挙
に
非
ざ
る
な
り
」
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
黄
」
と
異
な
り
、「
碧
」
が
「
青
白
」
か
ら
、
疑
問
の
余
地
な
く
排
除
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
に
は
五
行
説
が
登

場
し
て
い
る
が
、先
の
君
臣
論
と
同
様
、こ
れ
も
説
得
の
た
め
の
補
助
材
料
と
し
て
援
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。「
碧
」
が
「
木
賊
金
」

の
結
果
発
生
し
た
、
筋
の
よ
く
な
い
も
の
と
印
象
づ
け
る
こ
と
が
、
そ
の
主
た
る
目
的
で
あ
ろ
う
。

　
次
の
「
青
白
［
不
相
与
而
相
与
］
不
相
勝
則
両
明
也
」
の
う
ち
、「
不
相
与
而
相
与
」
の
六
字
は
、（「
不
相
」
の
重
複
に
起
因
す
る
）

衍
文
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
分
析
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、「
不
相
与
而
相
与
」
と
い
う
事
態
は
、「
青
白
／
黄
」
に
は
適
合
す
る
が
、

「
青
白
／
碧
」
に
は
適
合
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。「
青
と
白
と
相
勝
た
ざ
れ
ば
、則
ち
両
つ
な
が
ら
明
な
ら
ん
と
す
る
な
り
」
と
あ
る
方
が
、

文
意
も
明
確
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
ひ
と
ま
ず
こ
の
六
字
を
除
い
て
解
釈
を
進
め
た
い
。「
争
い
て
明
な
ら
ん
と
す
れ
ば
、

其
の
色
は
碧
な
り
。
其
れ
碧
よ
り
は
、
寧
ろ
黄
な
り
。
黄
は
其
れ
馬
な
り
。
其
れ
与
に
類
す
る
か
な
。
碧
は
其
れ
雞
な
り
。
其
れ
与
に
暴

す
る
か
な
。
暴
と
は
則
ち
君
臣
争
い
て
両
つ
な
が
ら
明
な
ら
ん
と
す
る
な
り
。
両
つ
な
が
ら
明
な
ら
ん
と
す
れ
ば
昏
に
し
て
明
な
ら
ず
。

正
挙
に
非
ざ
る
な
り
。
正
挙
に
非
ず
と
は
、
名
実
当
る
こ
と
無
く
、
驪
色
章
ら
か
な
る
な
り
。
故
に
『
両
明
』
と
曰
う
。
両
明
に
し
て
道
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喪
わ
る
れ
ば
、
其
れ
以
て
正
す
こ
と
有
る
無
し
。」

　「
碧
」
の
中
で
は
、「
青
」
と
「
白
」
と
が
、「
両
明
」
も
し
く
は
「
争
而
明
」
な
ら
ん
と
す
る
状
態
に
あ
る
。「
両
明
」
で
あ
る
な
ら
ば
「
昏

不
明
」
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
。「
君
臣
争
い
て
」
云
々
と
い
う
の
は
、「
青
白
／
黄
」
が
、「
其
有
君
臣
之
於
国
焉
、
故
強
寿
矣
」
と
言
わ

れ
て
い
た
の
と
対
照
を
な
す
が
、
こ
こ
に
十
分
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。「
明
」「
両
明
」
と
は
、
も
と
色
彩
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、「
君
臣
」
の
比
喩
（
特
に
「
昏
不
明
」）
と
の
関
連
で
は
、「
聡
明
」
の
意
を
も
兼
ね
て
い
る
よ
う
だ
。「
正
挙
」
と
い
う
語
も
、

こ
れ
ま
で
の
延
長
上
で
は
「
正
し
い
例
（
比
喩
）
の
挙
げ
方
」
の
意
に
な
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「（
政
治
道
義
的
に
）
正

し
い
行
為
」
の
意
を
も
兼
ね
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（

（（
（

「
暴
」「
名
実
無
当
」「
両
明
而
道
喪
、
其
無
有
以
正
焉
」
と
い
う
の
は
、「
国
」

の
深
刻
な
ア
ナ
ー
キ
ー
状
態
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
り
、
前
の
「
強
寿
」
と
い
う
描
写
と
、
や
は
り
対
照
を
な
す
も
の
で
あ
る
。「
驪
色
」

は
、「
若
左
右
不
驪
」
の
旧
注
が
「
驪
、
色
之
雑
者
也
」
と
す
る
の
に
従
い
、
ひ
と
ま
ず
「
混
色
」
の
意
に
解
し
て
お
く
。（

（（
（

　
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、政
治
的
色
彩
を
帯
び
た
比
喩
の
部
分
で
は
な
い
。「
青
白
／
碧
」
に
お
い
て
は
、「
青
白
」
か
ら
「
碧
」
を
、

疑
問
の
余
地
な
く
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
「
羊
牛
／
雞
」
と
同
様
で
あ
る
（
碧
は
其
れ
雞
な
り
）。
一
方
、「
青
白
／
黄
」

で
は
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
、「
牛
羊
／
馬
」
と
同
様
で
あ
る
（
黄
は
其
れ
馬
な
り
）。
こ
の
二
例
（「
牛
羊
／
馬
」、「
青
白
／
黄
」）

に
お
い
て
は
、
類
別
区
分
が
明
確
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（「
其
れ
与
に
類
す
る
か
な
」
の
「
類
」
は
、
こ
れ
が
直
接
に
は
「
黄
」「
馬
」
に

つ
い
て
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
類
別
区
分
の
意
味
で
あ
っ
て
、
類
似
・
類
同
の
意
味
で
は
あ
り
え
な
い
）。
な
ら
ば
、「
青
白
／
碧
」

よ
り
も
「
青
白
／
黄
」
の
方
が
、
比
喩
と
し
て
は
よ
り
優
れ
る
（
其
れ
碧
よ
り
は
、
寧
ろ
黄
な
り
）
と
さ
れ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
一
体
、
何
の
比
喩
と
し
て
な
の
か
。

　
こ
こ
で
よ
う
や
く
、今
ま
で
先
送
り
し
て
き
た
問
題
に
解
答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
馬
」「
雞
」「
黄
」「
碧
」
―
こ
れ
ら
は
一
体
、

何
を
喩
え
た
も
の
な
の
か
。
し
か
し
、「
羊
牛
」「
青
白
」
が
（「
左
右
」
同
様
）「
二
」
を
喩
え
た
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、
こ
の
答
え
も
実

は
明
ら
か
だ
っ
た
は
ず
だ
。「
馬
」「
雞
」「
黄
」「
碧
」
の
四
者
は
、
い
ず
れ
も
「
一
」
を
喩
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
四
者

全
て
が
同
じ
意
味
で
そ
う
な
の
で
は
な
い
。「
馬
」「
黄
」
は
、
正
し
く
捉
え
ら
れ
た
「
二
」
と
「
一
」
の
関
係
に
お
け
る
「
一
」
を
喩
え

た
も
の
で
あ
り
、「
雞
」「
碧
」
は
、
誤
っ
て
捉
え
ら
れ
た
「
二
」
と
「
一
」
の
関
係
に
お
け
る
「
一
」
を
喩
え
た
も
の
な
の
だ
。
前
の
二
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「
青
」
と
「
白
」
と
を
結
合
さ
せ
た
方
が
、
都
合
が
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
以
上
の
意
味
や
理
由
は
な
い
と
考
え
て
よ
い
。

　
で
は
、
そ
の
「
碧
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
色
な
の
か
。
こ
れ
は
「
青
」
と
「
白
」
と
が
「
驪
（
附
）」
く
と
い
う
、（
Ｂ
の
立
場
か
ら
は
）

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
態
の
結
果
、
生
ま
れ
た
混
色
で
あ
る
。「
而
る
に
且
（
若
）
し
青
、
白
に
驪
（
附
）
け
ば
、
白
、
勝
た
ざ
る
な
り
。

白
、
之
に
勝
つ
に
足
る
も
、
而
も
勝
た
ざ
る
な
り
。
是
れ
木
、
金
を
賊
す
る
な
り
。
木
、
金
を
賊
す
る
は
、
碧
な
り
。
碧
は
則
ち
正
挙
に

非
ざ
る
な
り
。」
こ
こ
で
は
「
青
」「
白
」
が
附
着
す
る
事
態
が
仮
想
さ
れ
た
上
で
、そ
う
な
れ
ば
「
白
」
は
「
青
」
に
「
勝
つ
に
足
る
も
、

而
も
勝
た
ざ
る
な
り
」
と
さ
れ
る
。
二
色
が
混
色
し
た
場
合
、「
白
」
は
「
青
」
に
完
全
に
呑
み
込
ま
れ
る
ほ
ど
弱
く
は
な
い
が
、「
青
」

を
完
全
に
呑
み
込
む
ほ
ど
強
く
も
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。「
碧
」
は
、「
青
」
そ
の
も
の
や
「
白
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、

こ
の
二
色
か
ら
区
別
さ
れ
る
よ
う
で
も
あ
る
が
（「
青
」「
白
」
は
正
色
、「
碧
」
は
間
色
と
さ
れ
る
）、
そ
の
中
で
は
、「
青
」「
白
」
の
二

色
が
（
後
文
の
表
現
で
は
）「
争
い
て
明
」
な
ら
ん
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
碧
」
の
中
で
は
、「
青
」
と
「
白
」
の
二
色
が
、主
導
権
を
巡
っ

て
「
争
」
い
続
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
な
る
と
、「
碧
」
が
他
の
二
色
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
た
「
自
己
同
一
性
」
を
主
張
し
う
る

の
か
ど
う
か
、は
な
は
だ
怪
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
て
「
碧
は
則
ち
正
挙
に
非
ざ
る
な
り
」
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
黄
」
と
異
な
り
、「
碧
」
が
「
青
白
」
か
ら
、
疑
問
の
余
地
な
く
排
除
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
に
は
五
行
説
が
登

場
し
て
い
る
が
、先
の
君
臣
論
と
同
様
、こ
れ
も
説
得
の
た
め
の
補
助
材
料
と
し
て
援
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。「
碧
」
が
「
木
賊
金
」

の
結
果
発
生
し
た
、
筋
の
よ
く
な
い
も
の
と
印
象
づ
け
る
こ
と
が
、
そ
の
主
た
る
目
的
で
あ
ろ
う
。

　
次
の
「
青
白
［
不
相
与
而
相
与
］
不
相
勝
則
両
明
也
」
の
う
ち
、「
不
相
与
而
相
与
」
の
六
字
は
、（「
不
相
」
の
重
複
に
起
因
す
る
）

衍
文
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
分
析
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、「
不
相
与
而
相
与
」
と
い
う
事
態
は
、「
青
白
／
黄
」
に
は
適
合
す
る
が
、

「
青
白
／
碧
」
に
は
適
合
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。「
青
と
白
と
相
勝
た
ざ
れ
ば
、則
ち
両
つ
な
が
ら
明
な
ら
ん
と
す
る
な
り
」
と
あ
る
方
が
、

文
意
も
明
確
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
ひ
と
ま
ず
こ
の
六
字
を
除
い
て
解
釈
を
進
め
た
い
。「
争
い
て
明
な
ら
ん
と
す
れ
ば
、

其
の
色
は
碧
な
り
。
其
れ
碧
よ
り
は
、
寧
ろ
黄
な
り
。
黄
は
其
れ
馬
な
り
。
其
れ
与
に
類
す
る
か
な
。
碧
は
其
れ
雞
な
り
。
其
れ
与
に
暴

す
る
か
な
。
暴
と
は
則
ち
君
臣
争
い
て
両
つ
な
が
ら
明
な
ら
ん
と
す
る
な
り
。
両
つ
な
が
ら
明
な
ら
ん
と
す
れ
ば
昏
に
し
て
明
な
ら
ず
。

正
挙
に
非
ざ
る
な
り
。
正
挙
に
非
ず
と
は
、
名
実
当
る
こ
と
無
く
、
驪
色
章
ら
か
な
る
な
り
。
故
に
『
両
明
』
と
曰
う
。
両
明
に
し
て
道
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〔
注
〕（

１
） 

浅
野
裕
一
『
古
代
中
国
の
言
語
哲
学
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
）
一
二
五
頁
、
加
地
伸
行
『
加
地
伸
行
著
作
集
Ⅰ
　
中
国
論
理
学
史
研
究
―
経
学

の
基
礎
的
探
求
―
』（
研
文
出
版
、
二
〇
一
二
）
二
三
〇
頁
な
ど
を
参
照
。

（
２
） 

加
地
氏
前
掲
著
、
二
三
八
頁
参
照
。『
易
経
』
に
「
化
而
裁
之
謂
之
変
、
推
而
行
之
謂
之
通
」（
繋
辞
上
伝
）
な
ど
と
あ
る
こ
と
や
、『
文
心
彫
龍
』

通
変
篇
な
ど
に
よ
っ
て
、
後
人
が
附
加
し
た
篇
題
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
明
確
な
論
拠
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
出
な
い
。

（
３
） 

馮
耀
明
『
世
界
哲
学
家
叢
書
　
公
孫
龍
子
』（
東
大
図
書
公
司
、
二
〇
〇
〇
）
第
六
章
の
重
要
な
論
考
を
参
照
。

（
４
） 

孫
詒
譲
は
「『
十
二
焉
』、
疑
当
作
『
十
二
五
焉
』。
謂
一
十
有
二
五
也
」
と
す
る
。
い
ま
字
は
改
め
な
い
が
、
解
釈
は
こ
れ
に
従
う
。

（
５
） 

張
恵
言
・
孫
詒
譲
・
梁
啓
超
・
譚
戒
甫
な
ど
の
見
解
。

（
６
） 

張
恵
言
・
譚
戒
甫
は
「
建
」
を
誤
字
と
し
な
い
が
、
基
本
的
な
解
釈
は
異
な
ら
な
い
。

（
７
） 

と
は
い
え
、
梁
啓
超
は
「
但
其
論
証
已
鄰
於
詭
辯
矣
」
と
評
し
て
い
る
。

（
８
） 『
公
孫
龍
子
』
の
テ
キ
ス
ト
は
道
蔵
本
を
底
本
と
し
、
守
山
閣
叢
書
本
・
墨
海
金
壺
本
・
二
十
二
子
本
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
９
） 

ラ
ッ
セ
ル
著
・
平
野
智
治
訳
『
数
理
哲
学
序
説
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
）
第
二
章
や
、
三
浦
俊
彦
『
ラ
ッ
セ
ル
の
パ
ラ
ド
ク
ス
―
世
界
を
読
み

換
え
る
哲
学
―
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
）
五
六
～
五
七
頁
（
特
に
五
六
頁
の
図
３
）
な
ど
を
参
照
。

（
10
） 

加
地
氏
前
掲
著
、二
三
四
頁
以
降
に
お
け
る
「
ク
ラ
ス
」
に
つ
い
て
の
論
及
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
小
野
塚
相
三
「『
公
孫
龍
子
』「
通
変
論
」

の
論
理
」（『
中
国
文
化
：
研
究
と
教
育
： 

漢
文
学
会
会
報
』
四
五
、一
九
八
七
、
所
収
）
を
参
照
。

（
11
） 「
奈
何
」
は
Ａ
の
言
で
は
な
く
、
Ｂ
の
自
問
自
答
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
が
、
若
干
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
仮
に
こ
の
よ
う
に
読
ん
で
お
く
。

（
1（
） 

底
本
は
「
而
羊
牛
之
非
羊
也
之
非
牛
也
」
に
作
る
。
守
山
閣
叢
書
本
そ
の
他
に
従
い
、「
羊
也
」
と
「
之
非
牛
」
と
の
間
に
「
羊
牛
」
の
二
字
を
補
う
。

（
1（
） 

底
本
は
「
挙
是
謂
乱
名
是
狂
挙
」
に
作
る
。
守
山
閣
叢
書
本
そ
の
他
に
従
い
「
挙
是
乱
名
是
謂
狂
挙
」
に
改
め
る
。

（
1（
） 「
是
而
羊
而
牛
非
馬
」
は
難
読
で
あ
る
が
、『
経
伝
釈
詞
』
巻
七
に
「
而
、
猶
与
也
。（
略
）
而
・
与
、
声
之
転
」
と
あ
る
の
に
拠
っ
て
、
ひ
と
ま
ず

こ
の
よ
う
に
読
ん
で
お
く
。

（
1（
） 

陳
澧
『
公
孫
龍
子
注
』（『
百
部
叢
書
集
成
』
所
収
『
豫
章
叢
書
』
影
印
本
）
の
「
青
以
白
非
黄
」
条
の
注
に
「
以
猶
与
也
」
と
あ
る
。
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例
に
お
い
て
、「
羊
牛
（
二
）」
か
ら
「
馬
（
一
）」、「
青
白
（
二
）」
か
ら
「
黄
（
一
）」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
疑
問
の
余
地
な
く
排
除
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
最
初
に
主
張
さ
れ
た
よ
う
に
、「
二
」
の
中
に
「
一
」
は
無
い
（
含
ま
れ
な
い
）
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
後
の
二
例
に
お
い
て

は
、「
羊
牛
（
二
）」
か
ら
「
雞
（
一
）」
が
、「
青
白
（
二
）」
か
ら
「
碧
（
一
）」
が
、
排
除
さ
れ
る
か
否
か
は
、
不
確
定
も
し
く
は
極
め

て
曖
昧
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
二
」
と
「
一
」
の
関
係
に
還
元
し
て
み
る
と
―
「
一
」
は
「
二
」
で
は
な
い
の
で
、「
二
」
か
ら
排
除
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
一
方
で
は
、「
二
」
の
中
に
「
有
」
る
（
＝
含
ま
れ
る
）
よ
う
で
も
あ
る
―
こ
れ
は
戦
国
期
で
あ
る

と
否
と
を
問
わ
ず
、「
常
識
的
」
な
数
観
念
の
持
ち
主
が
漠
然
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
と
、お
お
む
ね
一
致
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
―
。

し
か
し
、「
羊
牛
／
雞
」「
青
白
／
碧
」
の
比
喩
の
よ
う
な
捉
え
方
（「
二
有
一
」
に
通
じ
る
）
は
、
論
者
Ｂ
が
（
お
そ
ら
く
通
変
論
篇
の

作
者
も
）
考
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
混
乱
を
も
た
ら
す
誤
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
牛
羊
／
馬
」「
青
白
／
黄
」
の
比
喩
の
よ

う
な
捉
え
方
（「
二
無
一
」
に
通
じ
る
）
こ
そ
が
、
混
乱
を
回
避
し
う
る
「
正
し
い
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
よ
り
一
般
化
す
れ
ば
、

そ
も
そ
も
原
則
と
し
て
、
あ
る
数
Ａ
が
、
別
の
数
Ｂ
を
、
自
己
の
う
ち
に
「
有
す
る
（
含
む
）」
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い

の
だ
―
こ
れ
こ
そ
、『
公
孫
龍
子
』
通
変
論
篇
が
、
全
篇
を
通
じ
て
「
論
証
」
し
よ
う
と
し
た
思
想
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　『
公
孫
龍
子
』
通
変
論
篇
に
つ
い
て
の
以
上
の
疎
漏
の
多
い
分
析
が
、
大
筋
に
お
い
て
外
れ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
本
篇
は
「
数
」

そ
の
も
の
の
性
質
に
つ
い
て
、
幾
多
の
留
保
条
件
を
付
け
た
上
で
あ
る
が
、
現
代
数
学
の
「
数
論
」
と
も
一
脈
通
じ
る
よ
う
な
立
場
か
ら

討
究
を
試
み
た
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
中
国
古
代
思
想
史
上
、
極
め
て
稀
少
な
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
篇
に
つ
い
て
、
こ

れ
を
中
国
数
学
史
の
中
に
位
置
づ
け
て
、
正
面
か
ら
論
じ
た
研
究
を
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
が
、
あ
る
い
は
今
後
、
そ
の
よ
う
な
方
面
か

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
必
要
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
最
後
に
蛇
足
な
が
ら
付
け
加
え
る
と
、従
来
の
研
究
の
多
く
は
、本
篇
の
前
半
（
冒
頭
～
「
是
謂
狂
挙
」）
と
後
半
（「
曰
他
辯
」
～
篇
末
）

と
を
截
然
と
区
別
し
、
前
半
・
後
半
は
、
異
な
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
誤
解
で

あ
り
、
本
篇
を
通
貫
す
る
テ
ー
マ
は
、
冒
頭
に
提
起
さ
れ
た
「
二
無
一
」
と
い
う
命
題
の
正
当
性
の
「
論
証
」、
た
だ
こ
れ
の
み
で
あ
る
、

と
筆
者
は
考
え
る
。
ま
た
、後
半
で
言
及
さ
れ
て
い
る
君
臣
論
や
五
行
説
は
、単
な
る
比
喩
も
し
く
は
説
明
材
料
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ

て
、
公
孫
龍
や
名
家
の
「
政
治
思
想
」
を
、
こ
こ
か
ら
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
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〔
注
〕（

１
） 

浅
野
裕
一
『
古
代
中
国
の
言
語
哲
学
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
）
一
二
五
頁
、
加
地
伸
行
『
加
地
伸
行
著
作
集
Ⅰ
　
中
国
論
理
学
史
研
究
―
経
学

の
基
礎
的
探
求
―
』（
研
文
出
版
、
二
〇
一
二
）
二
三
〇
頁
な
ど
を
参
照
。

（
２
） 
加
地
氏
前
掲
著
、
二
三
八
頁
参
照
。『
易
経
』
に
「
化
而
裁
之
謂
之
変
、
推
而
行
之
謂
之
通
」（
繋
辞
上
伝
）
な
ど
と
あ
る
こ
と
や
、『
文
心
彫
龍
』

通
変
篇
な
ど
に
よ
っ
て
、
後
人
が
附
加
し
た
篇
題
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
明
確
な
論
拠
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
出
な
い
。

（
３
） 

馮
耀
明
『
世
界
哲
学
家
叢
書
　
公
孫
龍
子
』（
東
大
図
書
公
司
、
二
〇
〇
〇
）
第
六
章
の
重
要
な
論
考
を
参
照
。

（
４
） 

孫
詒
譲
は
「『
十
二
焉
』、
疑
当
作
『
十
二
五
焉
』。
謂
一
十
有
二
五
也
」
と
す
る
。
い
ま
字
は
改
め
な
い
が
、
解
釈
は
こ
れ
に
従
う
。

（
５
） 

張
恵
言
・
孫
詒
譲
・
梁
啓
超
・
譚
戒
甫
な
ど
の
見
解
。

（
６
） 

張
恵
言
・
譚
戒
甫
は
「
建
」
を
誤
字
と
し
な
い
が
、
基
本
的
な
解
釈
は
異
な
ら
な
い
。

（
７
） 

と
は
い
え
、
梁
啓
超
は
「
但
其
論
証
已
鄰
於
詭
辯
矣
」
と
評
し
て
い
る
。

（
８
） 『
公
孫
龍
子
』
の
テ
キ
ス
ト
は
道
蔵
本
を
底
本
と
し
、
守
山
閣
叢
書
本
・
墨
海
金
壺
本
・
二
十
二
子
本
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
９
） 

ラ
ッ
セ
ル
著
・
平
野
智
治
訳
『
数
理
哲
学
序
説
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
）
第
二
章
や
、
三
浦
俊
彦
『
ラ
ッ
セ
ル
の
パ
ラ
ド
ク
ス
―
世
界
を
読
み

換
え
る
哲
学
―
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
）
五
六
～
五
七
頁
（
特
に
五
六
頁
の
図
３
）
な
ど
を
参
照
。

（
10
） 

加
地
氏
前
掲
著
、二
三
四
頁
以
降
に
お
け
る
「
ク
ラ
ス
」
に
つ
い
て
の
論
及
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
小
野
塚
相
三
「『
公
孫
龍
子
』「
通
変
論
」

の
論
理
」（『
中
国
文
化
：
研
究
と
教
育
： 

漢
文
学
会
会
報
』
四
五
、一
九
八
七
、
所
収
）
を
参
照
。

（
11
） 「
奈
何
」
は
Ａ
の
言
で
は
な
く
、
Ｂ
の
自
問
自
答
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
が
、
若
干
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
仮
に
こ
の
よ
う
に
読
ん
で
お
く
。

（
1（
） 

底
本
は
「
而
羊
牛
之
非
羊
也
之
非
牛
也
」
に
作
る
。
守
山
閣
叢
書
本
そ
の
他
に
従
い
、「
羊
也
」
と
「
之
非
牛
」
と
の
間
に
「
羊
牛
」
の
二
字
を
補
う
。

（
1（
） 

底
本
は
「
挙
是
謂
乱
名
是
狂
挙
」
に
作
る
。
守
山
閣
叢
書
本
そ
の
他
に
従
い
「
挙
是
乱
名
是
謂
狂
挙
」
に
改
め
る
。

（
1（
） 「
是
而
羊
而
牛
非
馬
」
は
難
読
で
あ
る
が
、『
経
伝
釈
詞
』
巻
七
に
「
而
、
猶
与
也
。（
略
）
而
・
与
、
声
之
転
」
と
あ
る
の
に
拠
っ
て
、
ひ
と
ま
ず

こ
の
よ
う
に
読
ん
で
お
く
。

（
1（
） 

陳
澧
『
公
孫
龍
子
注
』（『
百
部
叢
書
集
成
』
所
収
『
豫
章
叢
書
』
影
印
本
）
の
「
青
以
白
非
黄
」
条
の
注
に
「
以
猶
与
也
」
と
あ
る
。

— 1（ —— 1（ —

例
に
お
い
て
、「
羊
牛
（
二
）」
か
ら
「
馬
（
一
）」、「
青
白
（
二
）」
か
ら
「
黄
（
一
）」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
疑
問
の
余
地
な
く
排
除
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
最
初
に
主
張
さ
れ
た
よ
う
に
、「
二
」
の
中
に
「
一
」
は
無
い
（
含
ま
れ
な
い
）
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
後
の
二
例
に
お
い
て

は
、「
羊
牛
（
二
）」
か
ら
「
雞
（
一
）」
が
、「
青
白
（
二
）」
か
ら
「
碧
（
一
）」
が
、
排
除
さ
れ
る
か
否
か
は
、
不
確
定
も
し
く
は
極
め

て
曖
昧
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
二
」
と
「
一
」
の
関
係
に
還
元
し
て
み
る
と
―
「
一
」
は
「
二
」
で
は
な
い
の
で
、「
二
」
か
ら
排
除
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
一
方
で
は
、「
二
」
の
中
に
「
有
」
る
（
＝
含
ま
れ
る
）
よ
う
で
も
あ
る
―
こ
れ
は
戦
国
期
で
あ
る

と
否
と
を
問
わ
ず
、「
常
識
的
」
な
数
観
念
の
持
ち
主
が
漠
然
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
と
、お
お
む
ね
一
致
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
―
。

し
か
し
、「
羊
牛
／
雞
」「
青
白
／
碧
」
の
比
喩
の
よ
う
な
捉
え
方
（「
二
有
一
」
に
通
じ
る
）
は
、
論
者
Ｂ
が
（
お
そ
ら
く
通
変
論
篇
の

作
者
も
）
考
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
混
乱
を
も
た
ら
す
誤
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
牛
羊
／
馬
」「
青
白
／
黄
」
の
比
喩
の
よ

う
な
捉
え
方
（「
二
無
一
」
に
通
じ
る
）
こ
そ
が
、
混
乱
を
回
避
し
う
る
「
正
し
い
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
よ
り
一
般
化
す
れ
ば
、

そ
も
そ
も
原
則
と
し
て
、
あ
る
数
Ａ
が
、
別
の
数
Ｂ
を
、
自
己
の
う
ち
に
「
有
す
る
（
含
む
）」
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い

の
だ
―
こ
れ
こ
そ
、『
公
孫
龍
子
』
通
変
論
篇
が
、
全
篇
を
通
じ
て
「
論
証
」
し
よ
う
と
し
た
思
想
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　『
公
孫
龍
子
』
通
変
論
篇
に
つ
い
て
の
以
上
の
疎
漏
の
多
い
分
析
が
、
大
筋
に
お
い
て
外
れ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
本
篇
は
「
数
」

そ
の
も
の
の
性
質
に
つ
い
て
、
幾
多
の
留
保
条
件
を
付
け
た
上
で
あ
る
が
、
現
代
数
学
の
「
数
論
」
と
も
一
脈
通
じ
る
よ
う
な
立
場
か
ら

討
究
を
試
み
た
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
中
国
古
代
思
想
史
上
、
極
め
て
稀
少
な
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
篇
に
つ
い
て
、
こ

れ
を
中
国
数
学
史
の
中
に
位
置
づ
け
て
、
正
面
か
ら
論
じ
た
研
究
を
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
が
、
あ
る
い
は
今
後
、
そ
の
よ
う
な
方
面
か

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
必
要
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
最
後
に
蛇
足
な
が
ら
付
け
加
え
る
と
、従
来
の
研
究
の
多
く
は
、本
篇
の
前
半
（
冒
頭
～
「
是
謂
狂
挙
」）
と
後
半
（「
曰
他
辯
」
～
篇
末
）

と
を
截
然
と
区
別
し
、
前
半
・
後
半
は
、
異
な
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
誤
解
で

あ
り
、
本
篇
を
通
貫
す
る
テ
ー
マ
は
、
冒
頭
に
提
起
さ
れ
た
「
二
無
一
」
と
い
う
命
題
の
正
当
性
の
「
論
証
」、
た
だ
こ
れ
の
み
で
あ
る
、

と
筆
者
は
考
え
る
。
ま
た
、後
半
で
言
及
さ
れ
て
い
る
君
臣
論
や
五
行
説
は
、単
な
る
比
喩
も
し
く
は
説
明
材
料
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ

て
、
公
孫
龍
や
名
家
の
「
政
治
思
想
」
を
、
こ
こ
か
ら
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
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漢
代
の
明
堂
と
五
帝

南

　澤

　良

　彦

序

明
堂
の
起
源
は
古
い
。
黄
帝
の
時
代
に
す
で
に
明
堂
は
あ
っ
た
と
す
る
説
は
疑
わ
し
い
が
、（

1
（

周
代
に
存
在
し
た
こ
と
は
歴
史
事
実
と
思

わ
れ
る
。
後
に
経
典
を
含
め
、
周
を
理
想
国
家
と
見
る
様
々
な
文
献
、
思
想
家
が
そ
の
理
想
を
仮
託
し
て
、
虚
実
取
り
混
ぜ
明
堂
の
形
象

を
描
い
た
た
め
、
実
に
多
様
な
明
堂
像
が
、
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

秦
代
に
は
明
堂
は
な
か
っ
た
。
思
想
の
書
物
を
焼
き
捨
て
、
学
者
を
穴
埋
め
に
し
て
、
周
王
朝
と
は
全
く
異
な
る
政
治
体
制
を
築
き
上

げ
た
始
皇
帝
に
は
、
理
想
国
家
と
し
て
の
周
の
象
徴
で
あ
る
明
堂
に
は
こ
と
さ
ら
関
心
が
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

漢
代
に
お
い
て
は
、
事
情
は
異
な
る
。
明
堂
の
建
立
は
、
巡
狩
、
封
禅
、
暦
法
の
改
正
等
と
同
等
の
重
要
な
国
家
事
業
と
み
な
さ
れ
、

即
位
当
初
の
、
儒
教
を
信
奉
す
る
若
き
武
帝
は
、
そ
の
実
現
を
期
待
さ
れ
た
。
だ
が
、
後
年
不
死
の
夢
想
に
取
り
憑
か
れ
た
彼
が
実
現
し

た
明
堂
は
性
質
を
異
に
し
て
い
た
。
続
く
王
莽
に
至
り
、
儒
教
が
政
権
簒
奪
の
道
具
と
さ
れ
た
と
き
、
明
堂
も
ま
た
見
事
に
そ
の
詐
術
に

利
用
さ
れ
た
。
後
漢
に
お
い
て
建
立
さ
れ
た
明
堂
は
、
経
典
の
規
範
に
合
致
し
た
そ
の
端
正
で
壮
麗
な
さ
ま
を
賛
美
さ
れ
る
一
方
、
多
元

化
し
た
儒
教
の
学
派
間
の
論
争
の
的
と
な
り
、
王
朝
が
衰
微
す
る
に
つ
れ
批
判
の
声
も
大
き
く
な
っ
た
。
明
堂
は
そ
の
萌
芽
期
か
ら
す
で

に
、
人
士
の
耳
目
を
属
す
そ
の
偉
観
と
は
裏
腹
に
、
儒
教
の
論
争
、
権
力
者
の
思
惑
に
翻
弄
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
論
考
は
前
漢
時
代
に
武
帝
と
王
莽
と
が
建
て
た
明
堂
を
詳
細
に
検
討
し
、
後
漢
時
代
の
明
堂
と
明
堂
論
と
を
精
密
に
分
析
し
て
、
拡

— （0 —

（
1（
） 「
類
、
似
也
」
は
『
国
語
』
呉
語
・
韋
昭
注
。「
類
、
同
也
」
は
『
列
子
』
仲
尼
篇
・
張
湛
注
。

（
1（
） 「
対
…
…
、
嚮
也
」
は
『
広
雅
』
釈
詁
。「
対
、
配
也
」
は
『
詩
経
』
大
雅
・
皇
矣
・
毛
伝
。

（
1（
） 「
方
、
所
在
之
方
」
は
『
国
語
』
晋
語
・
韋
昭
注
。「
方
、
区
域
也
」
は
『
荘
子
』
大
宗
師
篇
・
成
玄
英
疏
。

（
1（
） 「
麗
、
附
也
」
は
『
周
礼
』
秋
官
・
大
司
寇
・
鄭
玄
注
。「
麗
、
著
也
」
は
『
左
伝
』
宣
公
十
二
年
・
杜
預
注
。

（
（0
） 「
名
実
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
可
能
性
が
あ
る
。
最
後
段
の
内
容
に
や
や
不
明
瞭
な
点
が
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
駄
洒
落
め
い
た
言
葉
遊
び
が
混

在
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
（1
） 「
驪
色
章
焉
。
故
曰
両
明
也
」
と
い
う
表
現
は
、
若
干
不
可
解
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、「
驪
」「
両
」
が
双
声
で
あ
る
こ
と
が
、
あ
る
い
は
解
明
の
手

が
か
り
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
（（
） 

な
お『
墨
子
』中
の
類
似
箇
所
と
の
関
連
や
、本
篇
中
の「
乱
名
」「
狂
挙
」「
名
実
」と
い
っ
た
表
現
の
意
味（
こ
れ
ら
も『
墨
子
』と
の
関
係
が
深
い
）

に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
ほ
と
ん
ど
あ
る
い
は
全
く
論
及
で
き
な
か
っ
た
の
は
遺
憾
で
あ
る
。

○
主
要
参
照
文
献
（
右
に
挙
げ
た
も
の
を
除
く
・
順
不
同
）　
孫
詒
譲
『
墨
子
間
詁
』（
中
華
書
局
、一
九
八
六
）・
梁
啓
超
『
墨
経
校
釈
』（
新

文
豊
出
版
公
司
、一
九
七
六
）・
譚
戒
甫『
墨
辯
発
微
』（
中
華
書
局
、一
九
六
四
）・
王
引
之『
経
伝
釈
詞
』（
華
聯
出
版
社
、一
九
七
六
）・『
国
語
』

（
宏
業
書
局
、
一
九
八
〇
）・
楊
伯
峻
『
列
子
集
釈
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
九
）・
王
先
謙
『
荀
子
集
解
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
八
）・
段

玉
裁
『
説
文
解
字
注
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
）・『
経
典
釈
文
』（
鼎
文
書
局
、
一
九
七
三
）・
王
念
孫
『
読
書
雑
志
』（
北
京
市

中
国
書
店
、
一
九
八
五
）・『
素
問
王
冰
注
』（
台
湾
中
華
書
局
、
一
九
八
四
）・
王
念
孫
『
広
雅
疏
証
』（
新
興
書
局
、
一
九
六
六
）・『
十
三

経
注
疏
』（
新
文
豊
出
版
公
司
、
一
九
七
九
）・
郭
慶
藩
『
荘
子
集
釈
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
一
）

＊
本
論
文
は
、日
本
学
術
振
興
会
に
よ
る
科
学
研
究
費
補
助
金
事
業
の
若
手
研
究
（
Ｂ
）「「
名
家
」
と
「
道
家
」
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
」

（
平
成
二
十
二
～
二
十
三
年
度
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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